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むつ市議会第２３７回定例会会議録 第４号

平成３０年９月７日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第４号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）５番 横 垣 成 年 議員

（２）１番 原 田 敏 匡 議員
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（白井二郎） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（白井二郎） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（白井二郎） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（白井二郎） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、横垣成年議員、原田敏匡議員、鎌田ち

よ子議員、工藤祥子議員、山本留義議員の一般質

問を行います。

◎横垣成年議員

〇議長（白井二郎） まず、横垣成年議員の登壇を

求めます。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） おはようございます。日本共

産党、横垣成年でございます。

まず最初に、昨日発生いたしました北海道の地

震によって被害を受け、そしてお亡くなりになら

れました方々には、心より哀悼の意を表したいと

思います。そして、一刻も早く復旧復興が進むこ

とを望みたいと思います。

むつ市議会第237回定例会に当たり、一般質問

。 、を行います 市長を初め理事者におかれましては

前向きのご答弁、よろしくお願いいたします。

さて、アジア大会が今月の２日閉会いたしまし

た 日本勢が獲得したメダルは金75 銀56 銅74の。 、 、

計205個で、金メダル数と総数でともに中国に次

ぐ２位、金は前回のインチョン大会の47個を大き

く上回り、２年後の東京オリンピックに向けて各

競技の強化が進んでいることをあらわす結果とな

りました。

今回の開催地インドネシアの躍進も目をみはり

ます。インドネシアは、前回金４個、銀５個、銅

11個の計20個で第17位でしたが、今回は金31、銀

24、銅43の計98個で第４位でございます。インド

ネシアは人口も２億6,000万人と中国、インド、

アメリカに次いで第４位の大国であります。日本

勢のメダルラッシュの一方、同僚議員もおっしゃ

っておりましたが、先日「体操コーチ処分問題、

、 」、日本体操協会第三者委設置へ パワハラを調査

「コーチ処分受け入れ、体操暴力指導、地位保全

訴え取り下げ」などの記事が新聞に掲載されまし

た。ボクシング、レスリング、バスケットボール

など、そして今回の体操と、スポーツ界では選手

をどのように育てたらよいのかを考えさせられる

問題が頻発しております。一刻も早く問題の解決

を進め、選手個人の尊厳が守られ、選手個人が尊

重されるなど、先進国にふさわしいスポーツ界に

なってほしいものであります。

インドネシアの躍進に見られるように、人間の

可能性に国境はありません。また、紛争や貧困で

その可能性が奪われてはなりません。2020年の東

京オリンピックでは、スポーツを通じて紛争のな

いさらなる平和な世界に、そして貧困のない世界

に進むことを願い一般質問に入ります。

質問の１点目、防災についてであります。戸別
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受信機、緊急告知ラジオ、ポケベル波戸別受信機

などの活用についてであります。西日本の大雨に

よる被害者から、雨の音によって防災行政用無線

が聞こえなかったという話がありました。これに

ついては、今回の一般質問、同僚議員から数名の

方がこういう形での質問がございました。実際む

つ市でも８月16日から17日にかけての大雨で、私

自身も本当に聞こえないと実感いたしました。

以前の戸別受信機は、１個５万円以上などと高

価でありましたが、現在緊急告知ラジオは１個

8,000円以下であります。大分安価となっており

ます。戸別受信機、緊急告知ラジオ、ポケベル波

戸別受信機などを活用している自治体もふえてお

ります。携帯電話、スマホを所有していない方は

まだまだ多くいるところを考えると、特に安価に

なっている緊急告知ラジオは住民の安全安心のた

め、ハザードマップで警戒区域となっている地域

と東通原発から10キロ範囲の地域はすぐにでも設

置するべきと思いますが、お聞きいたします。

質問の２点目、情報公開についてであります。

行政文書開示請求から開示までの期間短縮につい

てであります。現在行政文書開示請求から開示ま

での期間は15日となっております。行政改革を進

めている自治体、例えば東京都狛江市、神奈川県

逗子市では、７日以内の開示というところもあり

ます。物理的にどうしてもむつ市は15日は必要な

のでしょうか。スピーディーな行政を進める、市

民の行政への関心を高めるという意味でも、行政

文書開示請求から開示までの期間短縮の実施、私

は狛江市並みの７日以内開示とすべきと思います

が、お聞きをいたします。

質問の３点目、入札制度についてであります。

１点目として、国・県の入札についての考え方と

指導についてです。国・県の入札についての考え

方はどのようになっているのでしょうか。また、

国・県の入札についての指導はどのようになって

いるのかお聞きをいたします。

２点目として、むつ市議会第224回定例会にお

ける入札方法についての調査研究という答弁につ

いてです。2015年６月、むつ市議会第224回定例

会において私の質問、一般競争入札にすべきとい

、「 」、う質問に対し 入札方法についての調査研究し

という答弁がありました。2015年６月以降、今日

までに調査研究をした結果をお聞きをいたしま

す。

３点目として、予定価格の事前公表についてで

あります。今まで入札の際、予定価格を事前公表

した事案は何件だったか、また予定価格の事前公

表はどのような場合に行い、またしないのかの基

準をお聞きいたします。

質問の４点目、財政についてであります。財政

中期見通し2018、新体育館等、財政の諸問題につ

いてであります。新体育館について私は、場所は

防災拠点とするなら、海の近くではなく運動公園

の近くなどの別の場所にすべき、身の丈に合った

ものにすべき、急ぐ必要はないなどと今まで主張

してまいりました。ちなみに、東通村の体育館は

1994年に16億5,000万円で建設をされました。私

は この規模で十分と考えております 今や約50億、 。

円となった新体育館が財政にどのような影響を与

えるのか、また財政中期見通し2018ほか財政の諸

問題について、お聞きいたします。

総事業費49億6,000万円の新体育館の財源と返

済金額、期間、むつ市の最終的な負担金額をお聞

きいたします。

財政中期見通し2018の６ページの財政シミュレ

ーションについてであります。新体育館をどのよ

うに見込んでいるのか、お聞きいたします。

同じく財政シミュレーションについて、普通建

設事業費１億円以上の内訳、新体育館以外でござ

います、をお聞きいたします。

財政中期見通し2018の14ページ、実質公債費比
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率についてであります。2021年、2022年と18％を

超える主な理由は何なのかお聞きをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 皆さん、おはようございま

す。横垣議員のご質問にお答えいたします。

まず、防災についてのご質問の戸別受信機、緊

急告知ラジオ、ポケベル波戸別受信機等の活用に

ついてでありますが、市の防災行政用無線につき

ましては、平成29年11月に災害時の情報伝達手段

の構築に係る検討会を立ち上げ、現在の屋外拡声

スピーカーのほか、緊急告知ラジオや戸別受信機

などについても検討しております。その中で、防

災ラジオの整備のためには、緊急放送が割り込め

るようエフエムラジオ局の放送機器を改修するこ

とが必要となることから、全体的な情報伝達手段

の検討の中で、さまざまな災害や各地区の状況に

適した最も効果的で効率的な情報伝達手段のあり

方について検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

その他のご質問につきましては、それぞれ担当

部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） 情報公開についてのご質

問の行政文書開示請求から開示までの期間短縮に

ついてお答えいたします。

行政文書の開示等の決定に当たりましては、市

が保有する全ての文書の中から請求者の方が必要

とする文書を特定し、法令の規定により公にでき

ない情報や個人及び法人等の権利、利益を侵害す

るおそれがある情報等、開示することができない

情報が含まれていないか、厳正にその内容を審査

する必要がございます。このことから、請求から

15日以内という開示等の決定までの期間は適正な

情報公開の実施のために必要な期間と考えている

ところでございます。

しかしながら、市民の皆様からの申請に一日で

も早く対応できるよう、15日以内という期間にと

らわれることなく、スピーディーな対応に努めて

まいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 入札制度についてのご質

問の１点目、国・県の入札の考え方と指導につい

てお答えいたします。

まず、国からは以前より公共工事の入札及び契

約の適正化の推進のため、低入札価格調査等のダ

ンピング対策の強化や一般競争入札の拡大などに

ついて要請されてきたところであります。

国からの要請に基づき青森県では、ダンピング

対策として低入札価格調査制度及び最低制限価格

制度を採用しており、県内の10市においてもどち

らかの制度を採用している状況にあります。

、 、また 一般競争入札の導入状況につきましては

青森県では5,000万円未満の工事案件を指名競争

入札とし、5,000万円以上の工事案件について、

条件を付した一般競争入札を採用しております。

県内10市のうち、他の９市は県と同様に金額等に

基準を設けるなどして条件つき一般競争入札を採

用している状況となっております。

次に、ご質問の２点目、むつ市議会第224回定

例会における入札方法についての調査研究という

答弁についてお答えいたします。当市におきまし

ては、これまで入札方法について検討してまいり

ましたが、指名競争入札が適当と判断し、原則と

して指名競争入札を採用してきたところでござい

ます。しかしながら、むつ市総合アリーナ建設工

事におきまして、第１回目の指名競争入札が不調

に終わりましたことから、工事期間を考慮し、他

自治体の実例等を参考として一般競争入札を採用

したところであります。

今後といたしましても、原則といたしましては



- 85 -

指名競争入札で行ってまいりますが、このたびの

ように地元以外の業者への発注を条件とするよう

な入札案件が出た場合等には、この実例を踏まえ

て一般競争入札の採用について検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、ご質問の３点目、予定価格を事前公表し

た件数及び事前公表の基準についてであります

が、当市ではむつ市公共工事予定価格事前公表事

務取扱要領を定め、この第３条の規定において、

予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設

工事は、随意契約による場合を除き、市が発注す

る全ての建設工事とするとしております。

平成29年度における建設工事の契約件数で申し

上げますと、全体で64件のうち、入札案件となり

ます52件全てが事前公表した件数となっておりま

す。

次に、財政についてのご質問、財政中期見通し

2018、新体育館等、財政の諸問題についてお答え

いたします。

まず、むつ市総合アリーナ整備事業の財源と返

済金額、期間及びむつ市の負担額についてであり

ますが、財源につきましては、国の社会資本整備

総合交付金が14億3,000万円、県の事業負担金が

６億7,300万円のほか、合併特例債が約27億円を

予定しており、残る一般財源が約１億6,000万円

。 、となっております 市の負担総額につきましては

合併特例債の元金約27億円と利息約１億4,000万

円に対し、元利償還金に70％の普通交付税措置が

ありますので、実質的な負担は約８億5,000万円

となり、これと一般財源とを合算すると、約10億

1,000万円となる見込みとなっております。

なお、償還に係る年間の実施負担額は、償還期

間を25年の予定としておりますので、年平均

3,400万円となります。

次に、財政中期見通し2018の財政シミュレーシ

ョンについて、むつ市総合アリーナをどのように

見込んでいるかについてでありますが、歳入につ

きましては、先ほどご説明いたしました財源のと

おりとなっております。

歳出につきましては、普通建設事業費として

2018年度に約11億円、翌2019年度に約36億円を計

上しております。また、公債費として2018年度に

約430万円、2019年度に約930万円、2020年度に約

1,500万円、2021年度に約2,000万円、2022年度に

約7,400万円を計上しております。

次に、財政シミュレーションにおけるむつ市総

合アリーナ以外の普通建設事業費１億円以上の内

訳についてでありますが、民間保育所施設整備費

補助金、市道、橋りょう、都市計画街路等の整備

事業、市営住宅等建設事業、学校整備事業、漁港

整備事業等25の事業を予定しております。

今後におきましても、市民の皆様の声をお聞き

し、事業の必要性、優先順位を見きわめるととも

に、事業内容を精査し、市民サービスのさらなる

向上を図る所存であります。

次に 実質公債費比率について 2021年 2022年、 、 、

と18％を超える主な理由についてでありますが、

むつ総合病院に対する債務負担行為の履行の期限

といたしました2022年度に完了するために、５年

、間で27億8,500万円を履行する計画となっており

これが大きく影響しております。今回のシミュレ

ーションで18％を超える見込みとなりましたこと

から、18％を超えないため、健全化対策の取り組

みを進めつつ、既発行債の繰上償還や債務負担行

為の一部先送りについても検討していかなければ

ならないものと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） まず、防災についてでござい

ます。これは、それこそ同僚議員が何人も一般質

問で取り上げております。本当に今どういう天候
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になるかわからないというふうな状況になってい

るところで、今までの防災行政用無線ではやはり

いろんな不備があるということがいろんな被害の

実情から明らかになっているところから、これは

当然市長もいろんなニュースを見てご存じだと思

いますので、ぜひ本当に緊急に整備してほしいな

と。

実際むつ市内でも、私はこの戸別受信機、今ま

で何回も取り上げてきたのですが、川内の例も取

り上げて紹介しているのですが、話を聞くと、川

内では防災行政用無線について、それとプラス戸

別受信機がついているものですから、余りその点

では苦情がないというふうな話を聞いておりま

す。ですから、この２つ抱き合わせで市が整備す

るという方向が当面お金がかからないというか、

整備するというか、そういう点で最も効率的なの

かなというふうに思いますので、ぜひ早急に整備

してほしいなと。

私は、今回は特に緊急告知ラジオというものを

強調したのですが、戸別受信機は壇上でも言った

ように結構まだ高いという、万単位ですが、緊急

告知ラジオというのはもう１万円を切って、

8,000円の値段がさらに政府の何か補助がそれに

プラスされるみたいなので、それ以下で設置でき

るというふうな現状があります。ぜひこの部分で

早急に整備してほしいなというのを強く要望した

いと思います。

次の２点目の情報公開についてですが、一応現

状のままでいくということでございます。狛江市

の話ですが、狛江市は７日以内開示というふうに

、 、 、なっておりますが 物によっては翌日とか ２日

３日後にはもう開示しているというふうな話を聞

いております。一応むつ市も15日以内というふう

になっておりますから、ぜひ15日ぎりぎりという

ことでなくて、以内ですから、簡単な文書開示な

どはスピーディーにやってほしいなというふう

に、これも強く要望したいと思います。

質問の３点目の入札制度でございますが、基本

的には指名競争入札であるが、物によっては一般

競争入札もこれから検討していくというふうな答

弁でありました。今、これ毎年地方公共団体の入

札契約については、国のほうで調査しているみた

いで、平成29年12月25日と、これは総務省で出し

ている資料なんかを見ると、一般競争入札の導入

については、やはり毎年少しずつ導入している自

治体がふえております。例えば国と県はもう全て

であります。そして、市区町村においてまだまだ

100％でないと。この平成29年度の調査だと

1,326団体、全体の77％から、1,352団体、26団体

がふえて78.6％に増加していると。もしこういう

スピードでいくと、ほぼあと10年で100％近くな

るというふうな形でございますが、ここについて

は市長のご所見を少しお願いしたいなというふう

に思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

相変わらずなのですけれども、手元に議員の資

料がございませんので、何とも評価できないとい

うことは申し上げたいと思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） それで、入札について、地方

公共団体における入札契約適正化支援方策の概要

というのが、これもネットで幾らでも手に入るよ

うなものでございますが、これはたしか総務省の

ホームページのほうから見ることができますが、

これは平成19年２月23日、地方公共団体の入札契

約適正化連絡会議というのでまとめたものだと思

います。これは一般競争入札の導入・拡大につい

てということで （１）として、一般競争入札の、

対象の拡大について、そして「すべての地方公共

団体において、一般競争入札を導入する 、とい」

うふうに書いて 「都道府県及び指定都市におい、
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ては、１千万円以上の契約については、原則とし

て一般競争入札によるものとし、その実施に向け

て、早急に取り組む 「直ちに一般競争入札を」、

導入することが困難な市町村においても、当面１

年以内に取組方針を定め、一般競争入札導入に必

要な条件整備を行い、速やかに実施する 、とい」

、 、うふうな 多分こういう通達はむつ市のほうにも

さっき指導のことを言っておりましたので、当然

来ていると思いますが、これについては市として

は、その指導に対してどういうふうな対応してい

るのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私は、前職で建設業課におりましたので、これ

通知を出すほうでありましたけれども、そもそも

この通知自体には法的な拘束力はないというふう

に理解しています。行政指導の一環として市町村

にお願いをしている通知だというふうに理解をし

ていますが、これを踏まえて我々としてはできる

限り一般競争入札ということでありますけれど

も、地域性というものは、これは認められますか

ら、我々現時点では原則として指名競争入札を行

っているということでございます。ただ、それが

できなかった新体育館については一般競争入札で

行ったということでご理解いただきたいと思いま

す。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 次は、最後の財政についてお

聞きをしたいと思います。

まず、新体育館の財政に及ぼす影響についてで

ございますが、先ほどの答弁ですと、合併特例債

の分のむつ市が３割返すという部分は、利息も含

めて８億5,000万円、そしてもろもろその他とい

うか、そこら辺の負担が１億6,000万円ぐらいで

すか があるということですが この８億5,000万、 、

、円以外の１億6,000万円ぐらいの負担というのは

公債費ではなくて財政シミュレーションの５年間

の中で負担していくというふうな金額でよろしい

か、ちょっとそこを確認させていただきます。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

そのとおりでありますけれども、この新体育館

の問題について、少し私から簡単に説明させてい

ただきます。

50億円ということで、非常に額が大きいという

ことでご指摘があったかと思うのですけれども、

実は国から14億円いただいております。また、県

の事業負担金ということで６億7,000万円いただ

くことになっております。さらに、そのほかのと

ころは合併特例債で、７割が後に交付税措置とい

うことでありますので、３割の負担でできるとい

うことで、実質我々がこの50億円の事業で負担す

る部分は10億円ということになっています。

そして 繰り返しになりますけれども これ25年、 、

で償還ということですので、年間の負担という意

味では3,400万円ということになりますので、そ

ういう意味では長期の財政シミュレーションの中

で実質公債費比率ですとか、あるいは将来負担比

率がこれによってはね上がるということはないと

いうことで理解をしていただきたいと思います

し、そうした緻密なシミュレーションがあって我

々はこの事業に踏み切ったということでご理解く

ださい。

当初20億円でも自前で出すのは難しいという中

で、50億円の事業を10億円で今やっているという

ことですので、その点は十分ご理解をいただける

と思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） その他の１億6,000万円ほど

がこの財政シミュレーションの５年間の中で負担

していくというふうな答弁でありました。

それで、前回、昨年度同じこの９月定例会で聞
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いたとき、物件費ということで維持管理費、それ

が今回の答弁になかったのでございますが、維持

管理費は、これは平成33年度から発生すると。体

育館について、このシミュレーションでは平成

33年度から発生するということで計上していると

いうことでよろしいですか。しかも、金額は昨年

度は１億円ということで答弁がありましたが、そ

れで変更はありませんか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長 宮下宗一郎 維持費については 平成32年（ ） 、

度から発生し、5,000万円から１億円ということ

でシミュレーションの中に組み入れております。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） というと、この財政シミュレ

ーションの中では、平成32年度からまだ5,000万

円から１億円というふうな幅の状態の試算という

ことでありますが、１億円で計算すると、このシ

ミュレーションの中では３億円が支出に入る、

5,000万円で計算すると、１億5,000万円。かなり

幅が出てしまって、このシミュレーションではど

っちのほうを採用してこれは計算しているのか、

ちょっとそこが不明になるのですが、そこを教え

ていただきたいなと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 細かいシミュレーションに

なりますので、少しあれなのですけれども、申し

上げづらい部分はあるのですが、質問がありまし

たので申し上げると、9,000万円ということで見

積もって今シミュレーションをしてございます。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） そうすると、このシミュレー

ションの中では9,000万円掛ける３と、その他の

１億6,000万円、そして公債費ということで、こ

の財政シミュレーションに新体育館関連の歳出が

含まれているというふうになるのです。そうする

と、ではこの財政シミュレーションでは９億

4,700万円の赤字になるということになっており

ますが、新体育館の歳出の部分がこの赤字をちょ

っと膨らませたというふうに、考える気になれば

そうなってしまうのです。可決されてしまったも

のですから、それはそれでいいのですが、一応現

実としてそういうふうに９億円という赤字に含ま

れているのかなと考えますが、市長、何かありま

すか。はい、どうぞ。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、財政中期見通し2018をしっかりと読み込

んでいただきたいなというのが今聞いた感想であ

りまして、というのは典型的なのです、批判が。

、 、要するに体育館をつくって 大きな箱物ができた

財政のシミュレーションが悪化している、だから

この９億円ができる。そんなことはこれに書いて

いるわけないのです。違うのです。財政のシミュ

レーションを緻密にしてつくれるからこそ、今こ

のタイミングで市民の皆様の要望の多い体育館を

つくって、全く悪化しないというのが今回の財政

中期見通しの中身だと思っています。

今回の財政中期見通しの主な赤字の原因という

のは、これは圧倒的にむつ総合病院の債務負担行

為です。これをどのように解決するかが我々の財

政、むつ市の長期的な財政運営に大きく運営する

ということが書いてあるということをぜひご理解

いただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） この９億円の大きな要因はむ

つ総合病院の債務負担行為、これは最初の答弁で

もそういう答弁でございましたが、そこでまたそ

この部分をお聞きしたいのでありますが、むつ総

合病院の債務負担行為というのは、債務負担行為

をした時点で、いつからいつまでの期間を設定し

て、そして2022年までにそれこそ当初は三十数億

でしたか、それを返しますよというふうなことで
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債務負担行為を設定しておりました。ですから、

この2022年度までにそれこそむつ総合病院の三十

億円前後の債務負担行為を返さなければならない

というのは、前からずっとわかっていたことなわ

けです。それが今回の財政シミュレーションで逆

に原因になるということは、やはり以前からわか

っていたことなので、もっと前倒しで、それこそ

むつ総合病院の債務負担行為を返していけば、今

回最後のほうがかなり負担が多いのです。最後の

部分は７億円とか、返済をして、これかなりきつ

いですね、１年間で７億円返していく。2020年度

が５億3,000万円、2021年度が７億円、2022年度

、 、７億6,500万円という この最後の部分において

すごくやっぱりきついなというのは私も感じま

す。ですから、これをもっと前倒しでならして、

毎年３億円ぐらい返していくような感じで計画を

つくれば今回そういうふうに９億円の赤字になる

というふうなことにはならないかなと思うのです

が、そこのところ、ちょっともう少し説明をお願

いしたいなと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 前倒しして返せるお金があ

れば、とっくにそのようにしているというのが現

状でありまして、長年にわたって議員をやってい

る横垣さんがそのような発言をするというのは、

ちょっと私は信じがたいなというふうに思いま

す。

この債務負担行為でありますけれども、平成

11年から平成34年までの設定ということになって

おりまして、残り27億8,500万円、これ返さなけ

ればいけません。これは、先ほど質問の中でむつ

総合病院が返すと言いましたけれども、それは大

きな誤解で、我々がむつ総合病院に対して払う、

そういう金額になっています。むつ総合病院の会

計の中で未収金として扱われているところに対し

て、これはかつてむつ市の財政が非常に苦しいと

きにむつ総合病院に対する法定負担金を払えなく

て、そしてむつ総合病院がそのことによって一部

借金をしてやっていた時代があると。ただ、一方

でむつ総合病院も借金をするときに何らかの保証

が必要だということを金融機関から言われたもの

ですから、それはむつ市が将来的に返すよという

ことで債務負担行為を設定したというのがこれま

での経緯であります。

したがって、そうした経緯を考えると、今現状

平成34年までに全部を返す必要があるのかという

と、最初の条件が変わってきているわけです。し

たがって、これからはこの債務負担行為を設定し

たその未収金の部分をどうするかとか、あるいは

債務負担行為の設定の長さをどのような形で改

正、改変していくのかということも議論が必要だ

ということを今回この財政中期見通し2018の中で

お示しをさせていただいております。そして、先

ほどそのような答弁をさせていただいたというこ

とでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） このむつ総合病院の債務負担

行為については、私は今までもいろんな場面で早

く返すべきだというので、財務部長とかに再三言

ってきたのであります。それがない袖は振れない

というふうな結果で、なかなか返せなかったとい

うのが現状あるのですが、でもやっぱり返さなく

てはいけないのは返さなくてはいけない、そうい

うルールはきちんと守らなくてはいけないので、

私はやっぱりむつ市としては2022年度までに完全

に返してほしいなと、そういう努力をしてほしい

なというふうに思っております。そうすることに

よって、逆にむつ総合病院のほうの経営もすごく

楽になるわけです。

ですから、その部分を返した部分は、逆にむつ

市のほうにもそれなりに恩恵が返ってくると。そ

ういう形になりますものですから、私は延ばすこ
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となく、きちんと2022年には返してしまうという

ふうな形で取り組んでほしいなというふうに思い

ます。

というのは、2022年度、それこそむつ総合病院

の債務負担行為を返さなくてはいけないというの

で、このシミュレーションの５年間がすごく一番

タイトな期間かなというふうに思います。厳しい

期間。ところが、これを乗り越えると、トンネル

を抜けて明かりが見えるような感じで、債務負担

行為がなくなるわけですから、展望が見えるかな

。 、というふうに思っております 何とかこの５年間

返すような感じで努力してもらいたいなというふ

うに思っております。

そして、お聞きしたいのが、当然市長も知って

いるこのむつ市公共施設等総合管理計画、これ平

成28年３月に作成したのを見ますと 「取り組み、

三原則」というのが書いてあります。これによる

、 、 、と これつくった後 新たなものを始める場合は

その部分に値するものを削りながら公共施設を管

理していくというふうな原則をつくった。これは

非常にいいことだなと。結局支出がどんどん、ど

んどん公共施設をつくると膨らむというのを抑え

る意味では、新たなものをつくった場合は、それ

が膨らまないような形で別の対応をするというふ

うな３原則。これは、やはり新体育館でも当ては

めなくてはいけないかなというふうに思うのです

が、その点ではこのシミュレーションではどうい

う形で反映されているのか、ちょっとお聞きした

いと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 財政中期見通しの中で、財

政削減項目の中に入っていると思いますけれど

も、そういった新施設ができた場合に、関連施設

については順次廃止をしていくということは当然

このシミュレーションの中で想定してございま

す。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） この５年間の中で、その新体

育館に値するような形での対策はどういう形で具

体的に反映されているのでしょうか。ちょっとお

聞きします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 施設の廃止については、こ

れは利用者の方々や市民の方々の理解を得ながら

進めることでありますので、新体育館建設に合わ

せて、そういった理解のもと進めていくことだと

思います。そうした中で我々ができる範囲のこと

を今現状このシミュレーションの中に反映してい

るということでご理解ください。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 実質公債費比率のことでちょ

っとお聞きしたいのですが、このシミュレーショ

ンでは、実質公債費比率18％、2021年、2022年度

では18％を超えていくのですが、これはむつ総合

病院の部分が大きいとかというふうなことでござ

いましたが、2017年度の財政中期見通しでは18％

を超えていないのですよね。今回の2018年度では

18％を超える。ですから、2017年度のシミュレー

ションでも当然むつ総合病院の債務負担行為は計

上されていたはずですね。それでもそのときは

18％を超えていなかった。今回は超えたというの

はどういうことなのかもちょっと教えていただけ

ればと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 非常に微に入り細にわたり

ご質問いただいてありがとうございます。そうい

った問題については、いつでも財務部長に問い合

わせいただきたいと思いますけれども、本件につ

いては、財政調整基金を10億円積むということを

、 、目標にしておりますので その目標達成のために

必要な財源を確保するという観点から率が上がっ

たというふうにご理解ください。したがって、こ
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の10億円という目標値の前後ということで、この

財政調整基金を調節すれば、これはそうした設定

にはならない。

ただ、きのうもですか、災害がありましたよう

に、あるいは昨年の雪のように、財政調整基金が

ないと、突如そういった災害に見舞われた場合に

支出するお金がなくなりますので、我々としては

この10億円ということを目標に今、財政の構造改

革に取り組んでいるということでご理解くださ

い。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） そういう意味で、財政調整基

金もしっかり10億円ですか、そういうのも積み立

てていかなくてはいけないというのも今回の答弁

でわかりましたが、ぜひこの財政シミュレーショ

ン、５年間の中で債務負担行為、しっかり解消し

て、それを解消すれば、シミュレーションからち

ょっと外れますけれども、それ以降、それこそ焼

、 、却炉の新設も その後ちょうど新焼却炉になって

その負担も今大体９億6,000万円ぐらいが４億

8,000万円ぐらいに減るわけで、その後それなり

に明るい材料がいろいろありますから、何とかこ

の５年のシミュレーションの中でむつ総合病院の

債務負担行為、しっかり返していただくことを強

く要望して、今回の私の一般質問を終わります。

以上です。

〇議長（白井二郎） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

ここで、午前11時まで暫時休憩いたします。

午前１０時５０分 休憩

午前１１時００分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎原田敏匡議員

〇議長（白井二郎） 次は、原田敏匡議員の登壇を

求めます。１番原田敏匡議員。

（１番 原田敏匡議員登壇）

〇１番（原田敏匡） おはようございます。１番原

田敏匡でございます。むつ市議会第237回定例会

において一般質問を行います。

通告に従いまして、３項目６点について質問い

たします。市長並びに理事者の皆様におかれまし

ては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願い

申し上げます。

１項目めは、除排雪について質問いたします。

下北の短い夏も終わり、朝夕はめっきり肌寒くな

ってまいりました。テレビＣＭや折り込みチラシ

にも暖房機器の紹介が目につくようになり、秋の

訪れとともに、冬の季節や雪の心配が頭をよぎる

市民も多くいらっしゃるのではないかと思いま

す。

災害は忘れたころにやってくる、備えあれば憂

いなしの故事にのっとり、１点目は昨年度の要望

・苦情に対する検証と本年度への改善策について

お伺いします。

昨年度は、平年に比べ雪の降り始めが早く、累

計積雪量も昨年の２倍強と市民の皆様は雪かきに

大変苦労されていました。特に湿った重い雪が多

く降ったこともあり、間口除雪、また除雪車が通

った後の間口に置かれた大きな雪の塊を処理する

作業には大変な労力が必要となりました。実際に

多くの市民から 「間口に全く雪の塊を置くなと、

は言わない、小さな雪の塊なら処理できるので、

大きな塊だけは置かないようにしてほしい」とい

った要望の声を耳にしました。

そこで、昨年度市に寄せられた要望、苦情の件

数、検証結果、それに対する今年度への改善事項

についてお伺いします。

２点目は 「入札契約改善推進事業」について、
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お伺いします。国土交通省で実施している「入札

契約改善推進事業」の募集にむつ市の「道路除排

雪に係る改善検討事業」が選定され、今年度から

支援が開始されることになりました。そこで、入

、 、札契約改善推進事業への募集 応募に至った背景

そしてその目的、事業内容と期待される効果につ

いてお伺いします。

、 。２項目めは 治安対策について質問いたします

１点目は、市内の犯罪の現状についてお伺いしま

す。全国各地で子供を狙った凶悪犯罪が続発して

います。青森県警察本部が公表している子供を対

象とした前兆事案情報、これは警察に届け出があ

った性犯罪や連れ去りなどの犯罪の前兆となる事

案の認知件数ですが、むつ市内では平成30年７月

までの件数として10件発生しています。これは、

県内10市の中で八戸市26件、弘前市18件、青森市

14件に次ぐ４番目の多さで、10市の中では人口割

にすると県内トップの発生率となります。ちなみ

に、届け出の中には親切心で声をかけたが、子供

が怖がって逃げたなどの事案も含まれる場合があ

りますので、ご了承願います。

また、浅利議員の一般質問にもありました川守

町の不審火等、事案に不安を覚える市民も少なく

ありません。

そこで、市内における犯罪の現状についてお尋

ねします。刑法犯罪種別である凶悪犯、粗暴犯、

窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他の犯罪の認知件

数と検挙率はどのような状況になっているのかお

伺いします。

２点目は、市内の防犯カメラの設置状況につい

てお伺いします。今や防犯カメラは犯罪の起きに

くい地域環境づくりを進めるために欠くことので

きない重要なツールの一つであると考えます。当

然防犯カメラを設置したからといって、100％の

安全がもたらされるわけではないことは言うまで

もありませんが、防犯カメラが設置されていると

いうことによる犯罪などの抑止効果とともに、発

生時の犯人検挙への活用が期待されているところ

でもあります。

平成26年の警察白書でも犯罪抑止に向けた取り

、 、組みの一つとして 街頭防犯カメラの設置を掲げ

街頭防犯カメラは被害の未然防止や犯罪発生時の

的確な対応に有効であるとしていることから、現

在のむつ市内の防犯カメラの設置状況についてお

知らせ願います。

３点目は、小・中学校の主要通学路への防犯カ

メラ設置促進についてお伺いします。子供を対象

とした前兆事案の多くは、通学路、公園等の公共

空間で発生しています。現在推進されている地域

住民による通学路見守り活動に加え、防犯カメラ

を通学路に設置することで、より子供を犯罪から

守る効果が期待され、安全安心の確保につながる

と考えます。そこで、今後小・中学校の主要通学

路への防犯カメラの設置促進に向けた考えはない

か、見解をお伺いします。

３項目めは、市制施行記念事業について質問い

たします むつ市は 来年９月１日に市制施行60周。 、

年を迎えます。一般的には、ゼロがつく周年を節

目の年と考え、祝賀行事や記念事業が実施される

ところではありますが、その２年後には62周年を

。 、 「 」迎えます 言うまでもなく むつ市にとって 62

は意味のある数字であり、市民からも愛される数

字となっています。この節目の年を迎えるに当た

り、市民の皆様とともにむつ市の歴史を回顧し、

今日の礎を築き上げてきた先人の労苦に感謝する

とともに、市を挙げてこれを祝うことで、より一

層の市政発展へ向けた契機となるのではないでし

ょうか。

そこで、来年の60周年は従来の行事、事業にと

どめ、３年後の62周年の祝賀行事、記念事業に向

け、官民を挙げて取り組んでいく考えはないかお

伺いします。
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以上、３項目６点につきお伺いいたします。こ

れで壇上からの質問を終わります。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 原田議員のご質問にお答え

いたします。

まず除排雪について及び治安対策についてのご

質問につきましては、担当部長からの答弁とさせ

ていただきます。

次に、市制施行記念行事についてのご質問にお

答えいたします。当市は昭和34年９月１日に市制

施行し、来年９月１日をもって市制施行60周年を

迎えます。また、翌2020年には斗南藩立藩150周

年、2021年には市制施行62周年と周年記念を続け

て迎えることになりますことから、当市の将来像

であります「笑顔かがやく希望のまち むつ」の

実現に向け、右肩上がりで歩みを加速させる契機

となるような事業を展開していきたいと考えてお

ります。

私は、市制施行60周年を迎えるに当たり、市役

所若手職員を中心に市制施行60周年記念プロジェ

クトチームを去る８月に立ち上げたところであ

り、今後は市民の皆様にもプロジェクトチームに

ご参画いただき、事業内容の検討を行ってまいり

たいと考えております。この中で62周年も視野に

入れた事業などについても検討を重ね、市民の皆

様とともに喜びを分かち合える記念事業としてい

きたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） 除排雪についてのご

質問の１点目、昨年度の要望・苦情に対する検証

と本年度の改善策についてお答えいたします。

除排雪作業は、市民の皆様の冬期間における円

滑な道路交通の確保を図るため、むつ市道路除排

、 、雪計画を策定し この計画に基づき実施しており

むつ市総合経営計画の中でも「暮らしやすいまち

の構築」として掲げ、取り組んでおります。

昨年度市民の皆様からの要望 苦情件数は204件、

で、その内容については 「雪の塊を置いていっ、

た 「ブロック塀等の物損被害 「オペレータ」、 」、

ーの態度が悪い 「除雪が粗末だ」など多種多」、

様にわたりお寄せいただいております。このよう

な要望、苦情を受けて、市で対応しなければなら

ないこと、業者で対応しなければならないこと、

寄せ雪の処理など、市民の皆様にご理解とご協力

をいただかなければならないこと等、さまざまな

観点から検証し、毎年実施しております業者との

除排雪会議においてそれぞれの役割を再確認し、

要望、苦情等に対する改善を図っております。

今後も業者や関係機関との連携の強化を図り、

市民の皆様のご協力をいただきながら、適切な除

排雪作業に努めてまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、ご質問の２点目 「入札契約改善推進事、

業」についてお答えいたします 「入札契約改善。

推進事業」の内容は、地方公共団体が抱えている

入札契約制度の課題に対して国土交通省が専門家

等を派遣し、多様な入札契約方式の導入や活用を

、 、検討し 課題の改善策などを支援する事業であり

平成26年度から実施しているところであります。

応募に至った背景につきましては、今後重機の

老朽化や高齢によるオペレーターの減少が見込ま

れる中で、除排雪業務を維持していくための契約

方法や、雪が少ないシーズンでも除排雪業者の経

営の安定を図る発注方法等、さまざまな観点から

検証を行う必要があり、除排雪業者の意見を聴取

しながら、地域の実情に合ったよりよい入札契約

方法を検討することとしておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） 治安対策についてのご質
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問の１点目、市内の犯罪の現状についてお答えを

いたします。

市では、児童・生徒の安全安心のため、声かけ

事案等の不審者情報について、むつ警察署から随

時提供を受けておりますが、それ以外の犯罪の状

況については把握をいたしておりません。このた

め、むつ警察署に当市の状況について確認をいた

しましたところ、平成29年１月から12月における

認知件数は182件、検挙率は48.9％との回答であ

りました。

また、平成30年の認知件数は、７月までとなり

ますが、102件でありまして、前年の同時期106件

と比較いたしますと、４件の減少、検挙率53.9％

で、前年の同時期48.1％と比較いたしますと、

5.8ポイントの増加となっております。

次に、ご質問の２点目、防犯カメラの設置状況

。 、 、についてお答えいたします 現在市では 本庁舎

安渡館、海望館、市内全ての小・中学校及び金谷

公園に防犯カメラを設置しております。

次に、ご質問の３点目、小・中学校の主要通学

路への防犯カメラ設置促進についてお答えいたし

ます。通学路につきましては、これまでも警察、

教職員、ＰＴＡ及び通学路等見守り隊のご協力を

得ながら、子供たちの安全安心の確保に努めてい

るところであります。

通学路における人の目による見守りを効果的に

補完する防犯カメラは、犯罪の抑止効果や犯罪発

生時の対応等に非常に有効であると認識をしてお

りますが、設置に当たりましては関係機関との調

整のほか、相応の財政負担を要することから、財

源の確保等も考慮しながら調査研究してまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ３項目に対し、ご答弁ありが

とうございました。それでは、要望も含めて再質

問させていただきます。

まず、１項目めの除排雪について再質問いたし

ます。既に苦情、要望等については適切な指導を

行われているということでございました。技術面

のほかにもオペレーターの態度だったり、そうい

った意識面においても指導されているとのことで

すが、ここでさらに一歩踏み出して、委託業者の

評価制度等を導入してみてはどうかなということ

を提案させていただきます。これは、単純に業務

前のよしあしというか、優劣を評価するというも

のではなくて、委託業者の技術とか意識の向上を

図り、地区ごとの作業水準の平準化を目的にして

いるものです。現在市が行っているパトロールの

ほかに、先ほど答弁でありました除排雪の苦情、

要望件数や内容を路線、そして業者ごとに取りま

とめ、データ化して参考資料とすることで、より

適切な業務前の業者指導を行えるとか、また結果

を委託業者に通知することで、自助努力や創意工

夫を促す効果があるのではないかと考えます。実

際県内でもこういった制度を設けているところも

ありますが、むつ市も導入に向けて検討してみて

はいかがと思いますが、ご所見をお伺いします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） オペレーターの指導

等のことのご質問でございますが、オペレーター

の指導につきましては、速やかに注意、指導等を

、 、しておりますほか 各ブロック班長との除雪会議

さらには全業者を対象とした全体会議でも毎年報

告、指導しております。今後も引き続き対応して

まいります。

そのほかに除雪の苦情などの件数、内容等を路

線ごとに取りまとめてデータ化して今後導入とい

うことなのですけれども、これにつきましては、

可能かどうか検討していきたいと思っております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ぜひ前向きに検討していただ
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きたいなと思います。

、 、 、これまで壇上 そして今の再質問も苦情 件数

市民の目線に立った形で質問させていただいたの

ですけれども、逆に除排雪業者からの目線で質問

を何点かさせていただきます。

、 、 。市民からの苦情 要望 先ほどいただきました

逆に委託業者からの要望等、もしそういった会議

等で出ていましたら、お知らせ願います。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） お答えいたします。

除排雪業者からの要望等ということでございま

すが、今まで使用してきた雪置き場が新築等で使

用できなくなったため改善策を検討してほしいだ

とか、あとは積雪によって確認できない水路だと

か縁石等の付近に目印となるスノーポール等を設

置したいので支給してほしい等の要望があり、そ

れにつきましてはできる限り速やかに対応してお

りますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 委託業者さんが頭を悩ませる

一つとして、今答弁いただきました除雪時の一時

堆積場の確保があると思います。実際除雪してい

る現場等を見ますと、500メートルとか、もっと

長い距離雪を押して、一時堆積場まで何度も除雪

車が行ったり来たりするような場面も見受けられ

るのですけれども、これ地区にもよると思うので

すけれども、今現在把握している一時堆積場の数

は、市としては足りているのか、少ないのか、認

識は今どうお持ちかお伺いします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） お答えいたします。

堆積場の数ですけれども、現在やっぱり不足し

ているというような状況にあります。今後も所有

者の方にはご協力をお願いする、あるいは新たな

場所の選定を検討していきたいと思いますので、

ご理解いただきたいと存じます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 今現在一時堆積場の確保は、

市と、そして委託業者の両者で行っていると思い

ますが、この部分に関して、例えばブロックによ

っては極端に確保が難しいところ、そして毎年同

じ委託業者が同じブロックをやるとは限らないと

いう点を考えると、市が積極的に確保に向けた対

応を行っていくべきではないかと考えますが、そ

の辺の見解をお伺いします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） 雪置き場の確保につ

きましては、毎年予算措置をして確保に努めてお

ります。できれば近場のところを検討していきた

いというふうに考えておりますが、なかなか思う

ようにいかないという状況ですので、今後も雪置

き場の確保に市民の皆様のご協力をいただきなが

ら対応していきたいと考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ぜひ積極的な確保に向けた取

り組みを強く要望いたします。

１項目めの最後になるのですけれども、効果的

な除排雪作業、そして道路交通や作業の安全を確

、 、保するためには やっぱり市民が守るべきルール

マナーは非常に重要であるとともに、オペレータ

ーの市民対応にも苦情、要望等があると思うので

すけれども、オペレーターからすると、限られた

時間の中で、時には不眠不休の中、そういった市

民のルール、マナーを無視した雪の処理が続いて

しまうと、本当はだめなのですけれども、心情的

に態度に出てしまうというのは、多少理解すると

ころではあります。

そこで、市民が守るべきルール、マナーの啓発

について、市としてどのように取り組んでいるの

かお伺いします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。
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〇都市整備部長（光野義厚） 効果的に除排雪作業

を実施するため、やはり市民の皆様がルール、マ

ナーを守っていただきたいということで啓発活動

、 、に努めておりますけれども 具体的内容としては

ホームページあるいは降雪期前の広報で啓発して

いるというような状況ですので、ご理解いただき

たいと思います。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ホームページ、広報というお

話だったのですけれども、私も広報のほうを確認

させていただいたのですけれども、市役所からの

お知らせということで、若干スペース的にも小さ

くて見落としがちなのかなという点もあります。

市民の皆様の協力があってこそのスムーズな除排

雪作業になると思いますので、できれば大きく、

そして大々的に広報していただくことを願いま

す。

除排雪の要望、苦情というと、どうしても委託

業者のほうがクローズアップされがちですが、そ

の背景には一つはやっぱり市民の意識も、そして

行動も少なからず影響していると思います。より

効果的、そして効率的な作業には、市民、委託業

者、そして行政がそれぞれの役割を分担して、ル

ールとマナーを守ることが必要不可欠であると考

えますので、先ほど２点目でありました「道路除

排雪に係る改善検討事業」も活用して、今年度の

冬に向けて、より万全な除雪体制の構築をお願い

します。

産業建設常任委員会のほうで除雪に関すること

をやるということなので、私のほうからはこれで

再質問は終わらせていただきます。

次に、治安対策について再質問をいたします。

答弁の中で、市としては警察のほうから通報があ

った事案以外に関しては、現状犯罪の状況につい

て把握していないということでございましたが、

市のほうで、市の条例の中でむつ市生活安全条例

等もありまして、犯罪事故等の防止に関すること

をこの条例で掲げております。防犯について、効

果的な対策を行うには、より多くの情報を得て、

市内の犯罪の傾向を知ることが大変重要ではない

かなと思いますが、今後もそういった形で進んで

、 、いくのか それともより積極的に情報収集を得て

犯罪の傾向に対する対策を行っていくのか、見解

をお伺いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 犯罪ということに対する対

策ということについては、当然地域の力も必要で

ありますけれども、一義的には警察ということに

なりますので、その点はご理解いただきたいと思

います。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） もちろんそのとおりではござ

います。そうすると、市として具体的にどういっ

た防犯対策に取り組んでいるのかお知らせ願いま

す。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 市における防犯対策は、児

童・生徒の安全対策が中心でありまして、通学路

見守り隊による見守り、少年指導員による休日等

の巡回活動などを行っております。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） むつ市総合経営計画のほうで

も、指標で通学路見守り活動登録人数を明記して

ございます。基準値が46人でございますが、今現

在の登録数何名いるのか。そして、小学校の学区

ありますけれども、全部の学区に対してどの程度

カバーできているのか、わかるようでしたらお知

らせ願います。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） お答えいたします。

通学路見守り隊の登録者数でありますけれど

も、８月末現在で227名となっております。対象
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としているところは、全学区ということになって

おります。

以上です。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ありがとうございました。私

の子供が登校している学区でも通学路見守り隊の

方に見守っていただいて、きのうも見かけたので

すけれども、孫を見るような形で、生徒が来ると

笑顔で対応していただいて、本当にありがたいこ

とだなと実感しております。

、 、きのう おとといの市長の答弁で自主防災組織

市長が就任してから５倍という形でしたけれど

も、ぜひ通学路見守り隊の登録人数のほうも５倍

以上の数字を目指して、引き続き取り組んでいた

だきたいと思います。

それでは、防犯カメラについて質問させていた

だきます。防犯カメラの設置増加に伴い、防犯カ

メラの運用規程などを定める条例制定や要綱制定

が全国の自治体で広がっています。こういった運

用基準とか、先ほどの答弁でありました学校、公

園、そして庁舎に、課をまたいで防犯カメラが設

置されていると思いますが、むつ市では例えば運

用基準、共通なものがあるのか、また課ごとにそ

ういったものを設定しているのかお知らせ願いま

す。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ちなみに、通学路見守り隊

は７倍となっております。

運用規程につきましては、施設ごとの運用規程

を定めてございます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 今の台数だと、それぞれの課

で運用という形でいいのか、それとも今後むつ市

共通の運用規程または要綱をつくる考えはないか

お伺いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） これから防犯カメラの数が

増加した場合には、市民の皆様のプライバシーの

保護の観点からも、統一した運用規程を定める必

要があると考えております。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） わかりました。答弁のほうで

は、なかなか今すぐ設置というのは難しい、いろ

いろな面で難しいという点でしたけれども、これ

例えばですけれども、現在市長のほうで町内会の

皆様との意見交換会、年に数回、または市長がお

出かけして行っているところでいろいろお話を聞

いていると思うのですけれども、逆に町内会もし

くは自治会から防犯カメラの設置の要望はあるか

どうかお伺いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 現時点ではございません。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ないものに対して、こうして

ほしいと言うのはちょっとおこがましいのですけ

れども、今後例えば予算の面も市で全部負担とい

うのは難しいので、町内会のほうから要望が来て

つける場合は、市のほうも助成制度を検討しても

よろしいのではないかと思うのですけれども、要

望がない時点で聞くのもあれなのですけれども、

そういう助成の制度、今後考え得るものかどうか

お聞きします。

〇議長（白井二郎） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下宗一郎 一般論になりますけれども

町内会はまちづくりのパートナーとして今現在む

つ市では位置づけられているところでございま

す。そうした中で、さまざまな要望の一環として

防犯カメラの設置等、これがあった場合には、支

援ができるかどうか、その時点で考えることだと

認識しております。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 防犯カメラ、犯罪抑止、そし
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て犯罪捜査に有効であるほか、行方不明者や認知

症の徘回高齢者を探す場面でも大変有効であり、

実際そういった目的を持って設置している自治体

もございます。市としても、ぜひ設置促進に向け

前向きに検討していただけるよう要望して、２項

目めの再質問を終わります。

最後に３項目め、記念事業に関してですけれど

も、先ほどもそういった検討会立ち上げたばかり

というお話でしたけれども、公表できるような計

画とか事業とか、もしありましたらお知らせ願い

ます。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 現時点では、特にございま

せん。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） わかりました。既に60周年か

ら始まる事業展開が、３年右肩上がりに上がって

いく事業展開が計画されているということで大変

心強く感じています。これ余計なお世話になるか

、 、もしれませんが もしかしたら市内の各種団体が

60周年に向けて記念品の市への寄附や、よくある

記念植樹等の事業を検討して来年度予算化しよう

かなという団体があるのではないかと思います。

ぜひ60周年にこだわらず、そういったさまざまな

選択肢を提示するという意味でも、大枠でも構い

ませんので、これから早い段階で事業展開を発表

していただきたいなというのを要望いたしまし

て、一般質問を終わります。ありがとうございま

した。

〇議長（白井二郎） これで、原田敏匡議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時３３分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎鎌田ちよ子議員

〇議長（白井二郎） 次は、鎌田ちよ子議員の登壇

を求めます。25番鎌田ちよ子議員。

（25番 鎌田ちよ子議員登壇）

〇25番（鎌田ちよ子） 公明党、公明・政友会の鎌

田ちよ子でございます。皆様、お疲れさまです。

本日は一般質問最終日、５人中、私は３番目の登

壇となります。

昨日未明に発生した震度７北海道地震、心から

お悔やみとお見舞いを申し上げます。また、一日

も早く安心した日常を取り戻すことができますよ

うにお祈りをいたします。

感動いっぱい、ジャカルタで開催されたアジア

大会において、若い力が躍動しました。18歳、競

泳の池江璃花子選手は金メダル６個、ＭＶＰに輝

きました。2020東京オリンピックが待ち遠しい限

りです。

また、９月２日の県民駅伝大会においては、八

戸市と負けず劣らずのデッドヒートで、わずかに

33秒差、惜しくもことしは２位でした。むつ市チ

ームは強い。期待しています。

それでは、通告に従い、むつ市議会第237回定

例会に当たりまして、４項目８点について一般質

問をさせていただきます。宮下市長を初め理事者

の皆様には、誠意あるご答弁をよろしくお願いい

たします。

質問の１は、市民サービス向上への取り組みに

ついてお伺いいたします。昨今各自治体は、市民

のライフサイクルの変化や価値観の多様化、市民

ニーズの高度化など、市民側の変化に対し、満足

を第一に考えたサービスの充実に向け、認識新た

に知恵を絞り、魅力ある窓口サービスに取り組ん
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でいる自治体がふえています。本市におきまして

も、４月より窓口コンシェルジュを配置し、窓口

対応日本一を目指しています。私は、以前より窓

口ワンストップサービスを提案させていただき、

窓口コンシェルジュの配置は、そこに近づける一

歩と期待をしております。

窓口サービスは、住民起点に立った自治体の努

力が信頼関係を生み、公共サービスの質的改善を

行う重要な取り組みです。高齢者、お子様連れの

方、障害のある方など、各窓口を回ることにご苦

労される方に対し、市民ファーストの視点で窓口

サービスを行うべきと考えています。

１、窓口コンシェルジュ配置による効果につい

て、２、職員が動く窓口ワンストップサービスに

ついてお伺いいたします。

次に、地域包括支援センターについてでござい

ます。むつ市の高齢化社会を全面的に支え、これ

からの高齢化社会にあって、特に高齢者や家族が

身近に相談できる場所として気軽に利用しやすい

存在になっていただきたいと思います。

市民の声です 「地域包括支援センターという。

かたいイメージを親しみやすいネーミングに変え

」 。られないでしょうか との提案をいただきました

厚生労働省も各地域での呼び名として、住民にな

じみのある名前であるなら、それを使ってもいい

ですよと発表しています。

さいたま市では「シニアサポートセンター 、」

板橋区は「おとしより相談センター 、県内十和」

田市ではサブ看板に「高齢者のあんしん相談所」

としています。市民ファーストの視点で、当市の

地域包括支援センターを親しみのあるネーミング

にと思います。ご所見をお伺いいたします。

質問の２は、墓地行政についてお伺いいたしま

す。近年墓地に対する認識は、少子高齢化や核家

、 、族化 さらに家族の個人化による家意識の希薄化

そして継承者不在の問題や個々の事情による経済

的問題など、お墓を個人が将来にわたり維持管理

していくのが難しいと悩んでいる方が多くなりま

した。また、お葬式につきましても、身内で簡単

に行う家族葬の形がふえてきています。

墓地行政につきましては、昨年むつ市議会第

233回定例会で原田敏匡議員が質問しました。時

代背景も重なり、市民から深刻な相談が相次ぎ、

今回の質問です。

平成24年４月１日付で、国の墓地、埋葬等に関

する法律、略して墓埋法の一部が改正され、県知

事の権限とされていた墓地や納骨堂及び火葬場に

かかわる経営許可並びに変更許可、廃止許可の権

限が当該市長に移譲となり、その権限移譲により

立入検査や整備改善命令など、全て市長の権限と

なり、責任と義務が強化されました。

弘前市は、県内初として先月合葬墓の運用を開

。 、始しました 少子化や未婚率の上昇などを背景に

墓地の管理のあり方が変わりつつある中、弘前霊

園内に血縁を問わず、多くの遺骨を一緒に埋葬す

る合葬墓としての整備を進め、約3,000体分の埋

葬が可能と報道がありました。

合葬墓とは、使用者が定められた従来の区画墓

地と異なり、継承の心配がなく、一つのお墓に多

くのご遺骨を一緒に埋葬する形態のお墓です。

昨今お墓を守ってくれる後継ぎがいないなど、

継承に不安を抱え、合葬墓に期待する声が大きく

。 、なっています 少子高齢化社会が進んでいく中で

合葬墓を利用したいという声はさらに切実な要求

となって広がっていくのではないでしょうか。合

葬墓の整備についてお伺いいたします。

次に、市内全域、各集落に墓地があり、地域で

管理してきました。少子高齢化の進展で、地域力

の低下とともに管理が難しい状況が発生していま

す。集落墓地の管理の現状についてお尋ねいたし

ます。

質問の３は、障害者福祉についてお伺いいたし
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ます。中央省庁が雇用する障害者数を長年にわた

り水増ししていた事案が大きな社会問題になり、

全国調査に発展し、水増しについての調査対象は

市区町村、独立行政法人など全ての公的機関とす

るとの報道がありました。働くことは生計を営む

ためだけではなく、社会参加によりそれぞれが役

割を担い、自己実現する大切な機会です。障害の

有無にかかわらず、働くことは基本的人権の一部

です。本市の現状をお尋ねいたします。

次に、障害者雇用にかかわる支援対策はまだま

だ立ちおくれています。労働行政と福祉行政の連

携に大きな要因があります。企業などに一般就労

している方や障害者総合支援法の就労継続支援事

業において、Ａ型とＢ型など福祉的就労形態を受

けている方がおられます。Ａ型は一般企業で働く

ことが困難な人に労働契約を結んで就労の機会を

提供し、賃金が支払われます。Ａ型に比べて障害

が重い方が利用されるＢ型は、非雇用型の就労の

機会を提供し、作業に対して工賃が支払われる形

態となっています。

福祉政策と労働政策にまたがる制度を充実さ

せ、多様な働き方を実現できる制度として、地域

で暮らしていくことへの支援はノーマライゼーシ

ョンを具現化することです。障害者就労支援の現

状と今後の課題につきましてお示しください。

次に、コミュニケーション支援ボードについて

お伺いいたします。コミュニケーション支援ボー

ドとは、話し言葉によるコミュニケーションにバ

リアのある知的障害や自閉症の人たちが使いやす

いコミュニケーション支援のツールの開発と、そ

れが使える地域の環境づくりを目指し、2003年公

益財団法人明治安田こころの健康財団と全国知的

障害養護学校校長会が主催し、コミュニケーショ

ン支援ボードを全国規模で配布したのが始まりで

す。

現在東京消防庁管内の救急車両などに配置され

ている救急用のほか、利用頻度の高い交番やパト

カーに配置されている警察版、鉄道駅用、コンビ

ニ用、災害時用と必要に応じて順次開発され、障

害者だけでなく、外国人、高齢者、幼児など多く

の皆さんに幅広く利用されています。

2016年の発達障害者支援法の改正から、コミュ

ニケーション支援ボードを取り入れている自治体

がふえています。

総務省は2020年のオリンピック、パラリンピッ

クに向けて、情報難民ゼロプロジェクトを展開中

で、外国人や会話の困難な聴覚、視覚、言語障害

者等に対するコミュニケーションツールとして推

進しています。コミュニケーション支援ボードの

導入についてお伺いいたします。

次に、多様な色の見え方に配慮したカラーユニ

バーサルデザインについてお伺いいたします。私

たちは、それぞれ色の感じ方は一様ではありませ

ん。目の疾患によって色の見え方が一般の人と異

なる方が多く存在します。

色弱者は、日本では男性20人に１人、女性では

500人に１人、日本全体で300万人以上と言われま

す。視力は普通と変わらず、細かいところまで見

えますが、色の組み合わせについて見え方が異な

ります。そのため、色の使い方に配慮が必要であ

り、全ての人に情報が正確に伝わるように配備さ

れたデザインをカラーユニバーサルデザインとい

います。

カラーユニバーサルデザインは、一部の色弱者

の方だけの特殊なデザインではありません。利用

者の視点に立った使いやすさを追求したデザイン

です。結果として、皆さんにも整理された見やす

いデザインとなります。

１、行政サービスの面、広報、公文書、標識案

内板、地図など、２、建設予定の新体育館、大湊

消防署、そして今後予定される公共建物等のカラ

ーユニバーサルデザインへの取り組みについてお
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伺いいたします。

質問の４は教育行政、教職員の働き方改革につ

いてお伺いいたします。平成28年から平成29年に

「 」かけて実施された文部科学省 教員勤務実態調査

では、小学校教員の33.5％、中学校教員の57.7％

が週60時間以上勤務、つまり月80時間以上の過労

死ラインを超える時間外労働をしています。多忙

感や負担感を感じると回答した教職員は６割を超

えており、６割から７割の教職員が過労死ライン

を超えている実態が明らかになりました。こうし

た過酷な労働環境により身体的、精神的なバラン

スを崩し、精神的ストレスで休養している教員は

全国で5,000人を超えているとの報告もされまし

た。

労働時間が長くなる要因は、授業だけでなく生

徒指導や事務処理など、仕事の内容が多岐にわた

り、また保護者対応の複雑化などが挙げられ、子

供たちと向き合う時間が失われていることが問題

になっています。子供の学力の低下のみならず、

いじめなど子供たちの命と安全にかかわる大きな

課題が浮き彫りになっています。

2020年度からは、小学校で英語が教科になり、

授業時間もさらにふえます。子供たちに質の高い

授業をするためにも、必要な仕事を絞り込むこと

が何より重要であり、何が本当に次世代の子供た

ちのためになるのか、子供と向き合う時間の確保

とあわせて教育の質を確保し、向上させる課題と

して捉える必要があると考えます。

子供たちの笑顔かがやく学校づくりのために

は、教職員が専門職性と専門性を発揮し、ゆとり

を持って教育活動を進められる職場環境が重要で

あると考えます。教職員の働き方改革について、

本市の取り組みをお知らせください。

また、全国各地で部活動指導にかかわる負担の

軽減や業務改善に向けて取り組んでいます。北海

道では、道内市町村が利用できる共同利用型校務

、 、支援システムが教育委員会主導で設置 運用され

道内の学校を一つのシステム、一つのデータベー

スで管理することで、人事異動があっても校務の

標準化や軽減を実現する構想で、平成24年よりス

タートさせました。さらに、平成27年度からは、

全国で実績のある民間の校務支援アプリを採用

し、市町村のニーズに応じた機能選択、学校訪問

などのサポートの充実、安定的な制度変更への対

応を可能とし、その効果を測定した結果、学級担

任１人当たり年間平均換算98.2時間軽減されたと

の報告があります。生み出された時間は、子供た

、 、ちと向き合う時間の増加 児童・生徒情報の蓄積

校務連絡調整の迅速化、教職員相互の学び合いと

人材育成、精神的負担の解消等につながっていま

す。

八戸市は、長時間労働を是正し、教職員が子供

たちとしっかり向き合うために、平成26年より本

格的に校務支援システムを導入しました。その結

果、教職員が児童・生徒にしっかり向き合う時間

が確保され、より細やかな授業や指導が行われる

環境づくりが実現したとの効果が示されていま

す。校務支援システム導入につきまして、ご所見

をお伺いいたします。

以上、４項目について質問いたします。簡潔明

瞭、前向きなご答弁をお願いいたしまして、壇上

からの質問といたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 鎌田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市民サービス向上への取り組みについて

のご質問の１点目、窓口コンシェルジュの配置に

ついてお答えいたします。私は、６月の市長選挙

のマニフェストに、新たな市政経営のモデルへの

挑戦として、窓口サービス日本一と全世代応援市

役所への改革を掲げて市民目線の窓口改革に取り
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組んでいるところであります。

本年度から市役所の総合窓口とも言える市民課

と総合案内を担う窓口サービス専門員を窓口コン

シェルジュと位置づけて、制服とむつ市役所オリ

ジナルスカーフ、名札を新調し、来庁されるお客

様が一目でわかるようにいたしました。窓口コン

シェルジュがお客様の相談や要望に総合的にお答

えすることで好評をいただいており、満足度の向

上につながっているものと考えております。

また、窓口コンシェルジュには、外部講師を招

いての接遇研修の受講や、多様化するお客様のニ

ーズに対応できるようＯＪＴ課内研修などを実施

して、日ごろから研さんを重ね、スキルアップに

取り組んでおります。

今後の目標といたしましては、日本一の窓口対

応をモットーに、全職員を対象とした接遇研修の

実施や窓口リーダーの配置などにより、市役所全

ての窓口におきまして、なお一層の満足度の向上

に努めてまいります。

次に、ご質問の２点目、窓口ワンストップサー

ビスについてでありますが、申請や相談は業務内

容の専門性から複数の部署での対応が必要となる

など、導入にはさまざまな課題があることから、

利用頻度の高い窓口を正面玄関付近に配置してい

、 、るほか 関係部署を集約化したレイアウトなどで

来庁されるお客様のご負担が軽減されるよう努め

ております。

このほか総合案内では、窓口コンシェルジュが

ご用件をお伺いして、担当窓口へご案内をさせて

、 、いただいておりますし お客様の状況に応じては

担当職員が出向いて対応させていただいていると

ころでございます。

次に、ご質問の３点目、市民に親しみやすいネ

ーミングにつきましては、担当部長からの答弁と

させていただきます。

次に、墓地行政についてのご質問の１点目、合

葬墓についてお答えいたします。市といたしまし

ては、今のところ合葬墓の計画はありませんが、

市民の皆様の要望や他市の状況なども踏まえ、今

後の墓地公園の整備計画の中で設置方法や管理方

法について検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、集落墓地についてであ

りますが、墓地の経営者は墓地、埋葬等に関する

法律に基づいて管理者を定め、適切に管理しなけ

ればならないものでありますが、少子高齢化や過

疎化などによりまして、全国的にその維持管理が

厳しい状況になっていると伺っております。

今のところ集落墓地の廃止などについて、当市

への相談は寄せられておりませんが、公衆衛生そ

の他公共の福祉の見地から、必要がある場合には

丁寧に指導してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、障害者福祉についてのご質問、障害者雇

用と就労支援についてお答えいたします。

まず、市の障害者雇用の現状についてでありま

すが、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定

に基づき 義務づけられた法定雇用率は 平成29年、 、

度は2.3％となっております。これに対し、実際

の雇用率は市長部局が2.41％と法定雇用率を満た

しておりますが、教育委員会は障害者の配置がな

く、ゼロ％となっております。

なお、公営企業局は40名以下のため、法定雇用

率による義務づけはございません。

平成30年度にあっては、法定雇用率は2.5％と

なっております。これに対し、実際の雇用率は、

労働局による公表はこれからとなりますが、市長

部局が1.59％、教育委員会はゼロ％となっており

ます。

雇用率が下がった理由につきましては、職員の

配置がえによる部署の異動により雇用率が変動し

たものであります。
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なお、雇用率の算定に当たり、障害者であるこ

との確認につきましては、本人の了解を得て障害

者手帳の写しをいただいており、これ以外のいわ

ゆる水増しといったことは当市においてはござい

ません。

障害者の雇用につきましては、平成21年度から

障害者の方を対象とした採用枠を設け、採用試験

を実施しており、引き続き障害者の方々の雇用促

進を図ってまいりたいと考えております。

障害福祉サービスの就労支援の現状といたしま

しては、まず就労継続支援Ａ型の利用者は、平成

28年度は28名、平成29年度が29名、平成30年度は

。 、７月末現在において29名となっております また

就労継続支援Ｂ型の利用者につきましては、平成

28年度が173名、平成29年度が182名、平成30年度

、 。は ７月末現在で177名の利用となっております

利用事業所につきましては、Ａ型、Ｂ型事業所合

わせて９カ所となっております。

市といたしましては、障害をお持ちの方が障害

や個々の特性に合った就労の場を選択し、就労意

欲の向上と生きがいを見つけ、地域の中で安心し

て暮らせるよう、むつ市総合経営計画に掲げる障

害者福祉の充実に向け、引き続き障害者の就労支

援に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、コミュニケーション支

援ボード導入についてお答えいたします。市とい

たしましては、言葉の障壁により不利益をこうむ

ることがないよう、コミュニケーション支援ボー

ドの導入と利用拡大の啓発につきまして、先進事

例を参考にしながら検討してまいりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、カラーユニバーサルデ

ザインについてお答えいたします。市役所本庁舎

、 、につきましては 本庁舎移転の際の方針に基づき

機構改革による組織名称やレイアウト変更に対応

しております。公文書などにつきましては、条例

規則で様式が定められている部分もございます

が、できるだけわかりやすい文字や数字を用いる

などして作成しております。また、公共施設など

につきましては、その用途に合わせつつ、できる

限り全ての人に情報が正確に伝わるよう、視覚情

報のデザインに努めているところであります。

今後におきましても、色弱者、障害者、高齢者

などさまざまな方のご意見をお伺いしながら、さ

らなる工夫に努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（氏家 剛教育長登壇）

〇教育長（氏家 剛） 鎌田議員のご質問にお答え

いたします。

教育行政についてのご質問、教職員の働き方改

革推進と校務支援システムの導入についてお答え

いたします。当市における教職員の働き方改革に

つきましては、平成28年12月に策定した教職員の

時間外労働等の縮減に関する指針により、各学校

の実情に応じて取り組んでいただいているところ

であります。

この指針では、時間外労働時間の目安を示すと

ともに、定時退校日やノー部活デーの設定、管理

職による退校の声がけの徹底などを明示し、各学

校からはおおむね良好な取り組み状況であるとの

報告を受けております。

また、今年度からは長期休業期間の学校閉庁日

を導入し、夏季休業期間中の８月13日から15日ま

での３日間を学校閉庁日とし、教職員の負担軽減

と心身の健康維持増進に努めております。

次に、校務支援システムの導入についてであり

ますが、本年８月に文部科学省が公表した平成

29年度の全国の学校におけるＩＣＴ環境の整備状

況によりますと、出席や在籍管理、成績処理、通

知表や指導要録の作成を集約した統合型校務シス
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テムの整備率は、小・中学校ともに50％を超えて

おり、今後は当市におきましても、教職員の働き

方改革をさらに進めていくために、統合型校務支

援システムの導入に向けて調査を重ねてまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） 市民サービスの向上への

取り組みについてのご質問の３点目、市民に親し

みやすいネーミングについてお答えいたします。

高齢者の相談窓口である地域包括支援センター

の名称は国が定め、多くの自治体で使用している

ところです。当市におきましても、平成18年度の

開設以来13年を経過し、その役割とともに名称も

徐々に地域に浸透してきているものと認識をして

おります。

市民にわかりやすい親しまれるネーミングや愛

称につきましては、他市の状況を参考としながら

研究してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 25番。

〇25番（鎌田ちよ子） ４項目にわたり丁寧なご答

弁をいただきありがとうございます。再質問と要

望等を申し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。

まず質問の３に関しましては、水増しのそのと

ころに関しては、むつ市としてはきちんと守られ

ているということで、その件はちょっと質問の３

とはかけ離れるのですけれども、自分としては一

番そのところを気にしていましたので、最初に申

し上げます。

質問の１に移りますが、市民サービスの向上に

、 、つきましては 窓口コンシェルジュの４月からの

私もこの質問に当たり、何人かに「市役所に４月

から来たことがありますか」ということで市民の

声を集めました。その中で、おおむね窓口の対応

、 。に関しては よくなったという声が多かったです

その中で、障害を持っている子供さんを持ってい

る方は、もう少し優しくといいますか、その対応

について気配りをいただければと、中までは触れ

ませんでしたけれども、そういう声もございまし

た。この窓口だけではなくて、例えば電話のご相

談とか、姿は見えないのですけれども、市民に対

するそういうところにも心配りをいただいて、全

庁挙げて研修ということで、いろいろなサイドか

らの接遇研修をされているし、これからもしてい

くという市長のご答弁をいただきましたけれど

も、よろしくお願いいたします。

質問の２の墓地行政についてでございますが、

昨日は浅利議員、そしてむつ市議会第233回定例

会においては原田議員が合葬墓の整備について質

問をしています。今のところ、まだ答えは見えて

いないというふうに私はとりましたが、共同墓地

の件に関しましては、やはり市民から直接行政の

ほうにはなかなか上がらないと思いますが、私た

ちのところにはその声が届いているというか、ぜ

ひむつ市でも取り組んでほしいという声が多く聞

かれています。

先ほども壇上で申し上げましたが、それは私も

含めて年代的なことも関連することはもちろんで

ございますが、墓地に関して、子供たちが将来的

に、ということで負担をかけたくないという、そ

このところが親の立場としては一番強いのかな

と、そのように思いまして、市民ニーズをぜひ酌

み取っていただくためにアンケート調査の実施

を、と私は考えますが、この件に関してはいかが

でしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） アンケート調査ということ

でありますけれども、実際我々のところにこの件

でご相談に来られる方というのは、年に１件ある

かないかということでありますし、また先ほど鎌

田議員の問題意識の中では、そうはいってもニー
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ズの高まりはあるということで伺っています。今

現状、県内でもこれを建設、建立するという動き

はありますので、そうした動き、動向を見きわめ

ながら、アンケート調査についてもこれから検討

していきたいと考えております。

〇議長（白井二郎） 25番。

〇25番（鎌田ちよ子） 市長から、まだ少数の方の

ご相談しかないということでしたので、私に来た

方に関しては、市のほうにも声を届けてください

ということをこれからは申し上げていきたいと思

、 。いますので その辺もよろしくお願いいたします

集落墓地の管理についてですが、その昔はにぎ

わった地域も、高齢化と、また管理責任者の何代

にもわたる代がわりなど、いろいろな事情が出て

きています。また、継承者が不明など、長期にわ

たり何年も放置されたお墓も点在しています。行

政としまして、この集落墓地についての調査とか

把握につきましては、どのようにお考えでしょう

か、お知らせください。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 集落墓地については、これ

は管理をされている方々が適切に管理をするとい

うことが前提になりますので、ご相談があった場

合には、我々として指導すべきことを指導すると

いうような立場でございます。

〇議長（白井二郎） 25番。

（ ） 、 、〇25番 鎌田ちよ子 むつ市は 地域が広いので

これから高齢化、また過疎化とともに、その地域

に住む人がいなくなって、お墓だけが、墓地だけ

がそこに残るということが、これからそういうこ

ともふえていくのでないかなと思います。この件

に関しては、財政、お金のこともありますので、

でもそういうことで、ここには墓地があるという

ことを市民の皆さんに、その子孫の方がむつ市を

訪ねてきたときにきちんとわかるような、そうい

う管理も、と私は思いますので、その辺もお含み

いただきまして、よろしくお願いします。

質問の３の障害者福祉についてでございます。

中央省庁を初めとして公的な調査結果は、先ほど

水増しの件ではとても信じられないことでござい

ました。この件で一番心を痛めているのは、障害

者とその家族の悲しみと憤りだと私は胸が傷む思

いでございました。むつ市は、きちんとした対応

と、それと本庁を初めきちんと採用枠を決めて真

摯に取り組んでいるということで、その市長の答

弁を聞いた皆さんも安心されているのではないか

と思います。これからも障害枠というところはき

ちんと対応していただくようによろしくお願いい

たします。

私も今回の質問に当たりまして、現場でいろい

ろ聞いてまいりました。精神障害者のＢ型のとこ

ろなのですが、精神障害者の就職は大変難しく、

就労率は２割以下と言われています。これは、国

として障害者の雇用の促進等に関する法律の一部

が改正され、精神障害のある方を雇用した場合、

雇用率の算定にする規定が設けられるなど、施策

の強化が図られていますが、なかなかその浸透率

は厳しいところと、そのように思います。

先日障害者就労継続支援Ｂ型事業所で現状を伺

ってまいりました。ほとんどの利用者には、作業

の支援のほかに衛生面や健康管理、また基本的な

生活面のサポートが必要でございました。障害を

持っている、手帳を持っていることで、障害を持

っているほかに、成人病、生活習慣病の肥満、ま

た糖尿病など、複数の疾患を抱えているために、

特に男性の利用者のひとり暮らしの方では、まだ

40代という、50前の方でも急に体調が不安定にな

るとか、自立困難になるとか、そういう方が多く

なってきているという現場の声を伺ってきまし

た。そういう方でも利用者の皆さんは、一般就労

への希望がありまして、担当の方々はそのはざま

で悩みながら支援しているということでございま
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す。その中で、Ａ型で就労している利用者は短期

就労で１名のみの方でございました。それほど現

状は大変厳しいのかということを実感させられま

した。

利用者個々の一番の悩みはと伺いましたら、利

用者個々の特質を上司の方、また同僚の方に理解

していただけるというところがなかなか難しい、

職場環境が大きな壁になっているということを伺

ってきました。

行政側と、またＡ型、Ｂ型の事業所でかかわっ

ている職員の方が定期的に一堂に会して意見交換

や情報共有をするなど、官が民に対するいろいろ

なそういうところを支援していくことが必要でな

いかと考えて帰ってまいりました。その支援体制

につきまして、共通の認識のもと、そういう機会

をぜひつくっていただきたいと思うのですが、こ

れは支援体制構築の一番の基本になるのではない

かと思いまして、それにつきましてお伺いをいた

します。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

国、県、市それぞれがそれぞれの役割を果たし

ながら就労支援していくということは、非常に重

要だと思います。

この際ご紹介申し上げますけれども、国と県の

委託を受けている「障がい者就業・生活支援セン

」 。 、ターしもきた というものもございます ここは

求職登録から職業実習、それから就職活動など、

仕事を探すところから就職後の職場定着なども支

援しているというふうに伺っておりますので、こ

ういった機関も上手に使いながら、活用しながら

就労について我々もしっかりと努力をしてまいり

たいと考えております。

〇議長（白井二郎） 25番。

〇25番（鎌田ちよ子） ぜひ現場の声を聞いていた

だきたいということを要望します。

コミュニケーション支援ボードについてでござ

いますが、これから検討すると部長から答弁をい

ただきました。実は皆さん、北海道で震度７の突

然大きな地震がありまして、外国人の方も多くい

らっしゃいまして、このコミュニケーションにつ

いては大変困っている様子がテレビから拝察され

ているところなのですが、青森市はコミュニケー

ション支援ボードを導入いたしました。それは、

現場から聞きますと、多言語に対応する、そのと

ころがすごく有効だというところも、その決める

に当たって大きなことだったと聞いております。

むつ市、また下北も外国人観光客の誘致に大きく

かじを切って動いているのでございますが、多言

語対応につきましてのこのボードについてはどの

ようにお考えでしょうか、お願いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 少なくとも現時点では検討

はしてございません。ただ、コミュニケーション

支援ボード、もちろんこれも検討していきますけ

れども、いずれにしても職員一人一人が窓口で笑

顔で丁寧に対応することが一番だと私は考えてお

りますので、その方向で窓口改革、窓口日本一を

目指して頑張っていきたいと考えております。

〇議長（白井二郎） 25番。

〇25番（鎌田ちよ子） よろしくお願いします。

カラーユニバーサルデザインについてでござい

。 、 、ます 他県 他市から来られたドライバーの方は

むつ市に入られまして、標識の設置がばらばらで

わかりにくい、大体信号機のところに位置関係が

わかるような設置が他市ではあるのですが、その

位置関係が認識できる、一目でわかるそういう標

識が乏しいというか、なかなか車をとめたところ

に難しいという声を聞きます。私は、平成24年９

月、むつ市議会第213回定例会においてもこの件

について質問をいたしました。これまでの取り組

、 、 。みについて ありましたら お知らせを願います



- 107 -

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

道路標識の設置は、これは道路法と道路交通法

の問題ですので、我々はどうすることもできない

部分ありますけれども、私たちの市の取り組みと

しては、広報紙、ホームページ、そういったもの

でリニューアルの時点で色やフォント、そういっ

たことに工夫しています。

また、これからむつ市総合アリーナ建設予定で

ございますので、そうした中でカラーユニバーサ

ルデザインのこの手法も用いながら、建設をして

いきたいと、このように考えております。

〇議長（白井二郎） 25番。

〇25番（鎌田ちよ子） 新しいまちづくりになる総

合アリーナの建設、カラーユニバーサルデザイン

のところも検討していただいて、むつ市に入って

きた人たちが明るいむつ市だということを認識で

きるような取り組みになるように要望いたしま

す。

教育行政についてでございます。壇上でも申し

上げましたが、小学校においては2020年から英語

、 。が教科になり 業務が激化になると予想されます

現在現場では、やはり手書きや手作業が多いので

はないかと推察いたします。先生方、教員自身の

心も体も健康でなければ、子供たちに余裕を持っ

て接していけないのではないかと思いまして、今

回は教育行政にこの点を取り上げさせていただき

ました。

現場の声を一番聞いているのが教育委員会でご

ざいますので、むつ市の先生方には健康で、子供

たちにしっかり取り組んでいただけるように、そ

ういう思いで質問いたしましたので、その点を含

んでいただいて、教育行政の件、校務支援システ

ム、早期に導入をお願いいたしまして、一般質問

を終わります。ありがとうございました。

〇議長（白井二郎） これで、鎌田ちよ子議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午後１時55分まで暫時休憩いたします

午後 １時４５分 休憩

午後 １時５５分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤祥子議員

〇議長（白井二郎） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

８月31日、地元紙に「国の19年度概算要求、防

衛費過去最大5.3兆円、地上イージス盛り込む」

というタイトルの記事が載りました。第２次安倍

政権発足以降、７年連続増となる見通しです。

昨年からことしにかけて、戦争の一歩手前とい

う危機の広がりの中、南北間の板門店宣言と米朝

、 、首脳会談を通じて 当面の重大な危機が回避され

歴史の方向が変わろうとしています。平和のプロ

セスは始まったばかりで、困難も曲折も予想され

ます。しかし、二度と戦争はあってはならない、

全てをかけて戦争だけは防ぐと演説した韓国の文

大統領、世界中でその方向で力を合わせるときで

す。

軍事費は、幾ら予算を使っても切りがありませ

ん。今必要なのは、戦争する、戦争できる国づく

りを進める大軍拡ではなく、北東アジアの平和の

プロセスを促進する外交努力を尽くすこと、そし

て想定外の災害が多発する今日、防災予算をふや

すこと、暮らしを応援する予算を組むことです。

このことをまず訴えて、私の質問に入ります。

第１の質問は、大平ドーム橋付近の排水・側溝

の整備についてです。昨年８月、大平小学校向か
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いに立派な大平ドーム橋が完成しました。この大

平ドーム橋がないときには、克雪ドームで行われ

るむつ市のイベント行事に参加する人たちがＪＲ

の線路を横切るという姿を多々見かけたものでし

た。

ことし５月に、その付近の方から、大平ドーム

橋から大湊寄りの箇所で線路方向に設置されてい

る水路が詰まっているようで、臭いにおいがする

、 、という話を伺い その住民の方に案内してもらい

現地を見て回りました。人の背丈もある草に覆わ

れ水路が流れず、周囲に水があふれ、小さな虫が

多数飛んでいました。ほかのほうにも相談してい

るということで、様子を見ていましたが、７月に

入った日に大平ドーム橋に上がり、下の水路を見

て驚きました。国道に並行して、またＪＲ大湊線

の線路に沿ってあるこの水路ですが、150メート

。 、ル以上にわたって黄緑になっていました 青い藻

正式にはアオコで水面が覆われていました。

アオコとは、流れのない富栄養化した沼などで

夏を中心に異常増殖して、水の表面が緑色の粉を

ふいたようになる現象です。

この水路から１メートル余り離れて民家が数軒

立ち並んでいます。大平ドーム橋付近の国道に面

しているこれらの民家の玄関は２階となっていま

。 、す 下に位置する１階部分は部屋となっている家

トイレだけの家とそれぞれですが、住民の方に聞

いてみますと 「アオコが発生するのは何年も前、

からで、その水路周囲の土が削られ、幅がだんだ

ん広がってきている 「先月の大雨のときは、」、

下の 、つまり１階部分の「部屋に上がるところ」

だった 「昨年は上がって畳を汚した」などと」、

いう話を聞きました。ある方は 「春はオタマジ、

ャクシがたくさんいて、カエルの大発生が気持ち

が悪かった 「下のトイレには水が入ってしま」、

った」などの話を聞きました。景観が悪いという

だけの問題ではなく、防災上も早い対応が必要で

す。

７月には、草ぼうぼうで異臭を発していた水路

は草が刈られ、水路の形が確認でき、水の流れが

ありました。しかし、この間の大雨で近くの川、

大荒川へ流れるはずの水が逆流してきたという話

も聞き、根本的対策を考慮した早期の対応が必要

ではないかと考えますが、市の対応をお聞きいた

します。

第２の質問、高校通学費へ支援すべきについて

。 、質問します 貸切バス運賃制度の運用変更により

高校通学のバス料金が値上げとなり、平成27年６

月定例会、12月定例会、そして翌年の３月定例会

と負担軽減策としての支援給付を求めて目時議員

が質問しています。宮下市長も精力的に制度改正

の申し入れを求めて国土交通省等に何度も足を運

び、また全国の声の広がりもあり、平成28年７月

に学校への通学等に限り運用が見直され、15％ぐ

らい下げることができたと聞いています。

しかし、負担軽減策を求めた目時議員への宮下

市長の答弁は、子育て支援としての必要性を認め

つつ、通学方法はスクールバスのほか徒歩や自転

車、路線バス、鉄道を利用している方、親御さん

が自家用車で送迎している方、下宿している方と

さまざまいる、軽減策を導入する場合、さまざま

な通学形態に配慮する必要があるのでご理解を、

という答弁でした。また、スクールバス利用者だ

けに助成するということは不平等感を招くおそれ

があるということも答弁の中でおっしゃっていま

した。本来は、県が責任を持ってやるべきとも答

弁しています。

県立高校再編や学科改編に向けた第１期実施計

画が昨年決定され、大湊高校川内校舎も来年度か

ら募集停止となりました 「川高のねぶたもこと。

しで終わりで寂しい」という声が聞こえてきまし

た。周辺の高校が廃止となり、旧むつ市の３校に

集約されたという新たな段階へと進みました。教
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育の機会均等の考え方に立って、周辺部の生徒へ

の配慮、対応をする段階に入ったのではないでし

ょうか。

昨年、川内、脇野沢の保護者が参加する高校再

編に向けた地区懇談会に私も参加しましたが 公、「

共交通が不便 「通学に１時間以上かかる生徒」、

もいる 「事情があって川内高校しか入れない」、

生徒がいる 「寮制度も考えるべき」などの声」、

がいまだ私の胸に残っています。行政面積が県内

一広い、公共交通が不便、通学経費の負担が重い

というむつ市の事情、県が責任を持つべきという

考え方はもっともですが、松江市ではひとり親へ

の助成、札幌市は通学形態を問わず、一定金額以

上を超えた分の半額分を補助等と市町村の支援が

全国に広がっています。子育て環境の整備、定住

化を促進するために高校通学費を支援すべきと求

めますが、いかがでしょうか。

第３として、文化行政について質問します。知

り合いの方から、川内に残っている九谷焼が石川

県九谷焼美術館に借り出されていくという話を聞

きました。江戸期から北前船によって各地にさま

ざまな文化、物資が日本各地に運ばれましたが、

焼き物もその一つで 「東北・北海道に渡った九、

谷焼」というテーマでの特別展の展示物として、

川内の４人の方に美術館から借り受けに来たとい

います。

九谷焼とは、石川県金沢市などで生産される焼

き物です。華やかな色合いの陶磁器で、江戸時代

初期が起源とされています。国の指定伝統的工芸

品で、技術は石川県指定無形文化財となっていま

す。まだまだむつ市には、地元の人が知らない、

気づいていない宝物があるということです。

昨年観光を生かした地方創生の質疑の中で 一、「

番のがんは学芸員」という大臣の発言に批判が広

がりましたが、文化予算を減らしながら文化財を

観光資源として大きく位置づけ、稼ぐ文化でいい

のかということで研究者団体から慎重意見もある

中、先日の通常国会で文化財保護法及び地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律が成立しました。保存に重点を置いた従来

の方針から活用へと転換する方針となり、文化財

に対するさまざまな規制が緩められ、地域おこし

にも活用できることになりました。確かに近年、

歴史、文化、伝統的な暮らしへの関心は高まって

おり、文化財が身近な存在となることで保存への

機運が盛り上がっていくことを期待したいと思い

ます。

しかし、今むつ市には常設展示館がなく、県内

でもおくれていることは明らかです。むつ市総合

経営計画の中には、文化財を保存・活用し地域活

性化へつなげるために、その核となる歴史民俗資

料館の設置を検討し、あわせて資料等の収集、整

理保存をしていく必要がありますと書いていま

す。検討ということで、常設展示館の設置はまだ

まだ先の課題ですが、計画を見据えて一歩でも前

に進めるために、という思いで２点についてお聞

きします。

第１点目として、むつ市の収蔵庫にある文化財

の管理はどのようになっているのか。

２点目として、むつ市内にある文化財の散逸を

防ぐ対策をすべきについて伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 工藤議員のご質問にお答え

いたします。

大平ドーム橋付近の排水路についてであります

が、ことしの７月に一部の土砂の撤去を実施して

おり、残りの箇所につきましても、引き続き土砂

の撤去を実施する予定としております。また、今

後も随時排水路のパトロールを実施し、土砂等の

、 、撤去が必要な場合には できるだけ迅速に対応し
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排水の不良が起きないよう管理してまいりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、教育行政についてのご質問にお答えいた

します。高校通学費への支援につきましては、高

等学校の設置者であります県が果たすべき役割だ

と認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（氏家 剛教育長登壇）

〇教育長（氏家 剛） 工藤議員のご質問にお答え

いたします。

文化行政についてのご質問の１点目、収蔵庫に

ある文化財の管理についてお答えいたします。市

内に２カ所ある文化財収蔵庫のうち、むつ地区の

収蔵庫には国の重要文化財に指定された二枚橋２

、 、遺跡出土品1,308点のほか 民俗資料や鳥の剥製

歴史資料等を保管しており、施設管理人１名を配

置して管理しております。

館内は、長期間にわたる保管による文化財の劣

化を防止するため、空調設備により一定の温度、

湿度の維持に努めるとともに、防虫や防カビの対

策として、剥製や古文書等につきましては必要に

応じて燻蒸により処置しております。

また、収蔵スペースにつきましては、今後の寄

贈品の種類や量にもよりますが、当面の間受け入

れるスペースはあるものと考えております。

川内地区の収蔵庫の管理につきましては、合併

時に収蔵されていた民俗資料や歴史資料等を保管

しており、空調設備はありませんが、日常的な換

気を行い、一部の資料につきましては、むつ地区

の収蔵庫に移動する等、劣化の防止に努めており

ます。

次に、ご質問の２点目、むつ市内の文化財の散

逸を防ぐ対策をすべきについてお答えいたしま

す。当市には、国の文化財保護法や県及び市の文

化財保護条例の規定により指定された文化財のほ

か、未指定であっても歴史上、学術上等の観点か

ら価値のある文化財が存在するものと考えられま

す。そのため、市全体の文化財について調査し、

どこにどのような文化財が存在するのかを把握す

ることは文化財保護行政を進めるうえで重要なこ

とであると認識しております。

こうした中、近年、価値観の多様化や少子高齢

化に伴う人口減少等の影響から、文化財継承の担

い手の確保が困難なことから、文化財の中には、

その価値が評価されないまま失われている場合も

あるものと思います。基本的には、文化財の調査

を通じて所有者の方々に、その価値に気づいてい

ただく、こうしたことにより文化財が継承されて

いくことに期待したいところであります。

しかしながら、文化財の把握に当たっては、そ

の背景となる歴史や文化を踏まえたうえでの調査

が不可欠であり、現状では調査に対応できるだけ

の人材の確保が難しいことから、所有者の方々か

らの情報提供に応じた調査のみを実施している状

況にあります。

いずれにいたしましても、むつ市総合経営計画

におきましては、文化財を保護保存し、その基礎

になる調査研究を進めることとしていることか

ら、調査方法や人材確保等につきまして、今後研

究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） それでは、再質問をしていき

たいと思います。

７月から土砂の撤去を実施しているということ

で、今まで付近の方が何回も要望してもなかなか

動きが見えなかったが、ようやく動きがあったと

喜んでいる声、私聞きました。土木関係のことに

も私は余り詳しくないので、付近を歩いたり、そ

して付近の住民の方に話を聞いたりということ

で、いろいろ私も情報を集めてきました。
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先日もその水路の水が大荒川に流れているのか

どうかということで、水路伝いを大荒川のほうに

。 、歩いていきました 蚊にも刺されましたけれども

水路の形が見えないのです。それで、どうしてな

のかなと思ってうろうろしていましたら、近所の

方に不審者と見られたのか、婦人の方が出てきま

して 「どうしたんですか」ということで 「こ、 、

ういうことで、私今調べているんです」と言った

ら 「本当にここは水の流れが悪くて、この間の、

大雨でも大荒川に流れるのではなくて、逆流して

いるようだ 、そういうふうな声も聞きました。」

また 「線路の向こうに畑があるんだけれども、、

水浸しで、もう畑は使えなくなった」とか、いろ

んな声を聞きました。

そこでお聞きしたいのですが、この水路は大荒

川へ流れるような水路なのでしょうか、そこまで

水路が続いているのでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 先ほど答弁したとおり、申

しわけないですけれども、誤解があるとあれなの

ですが、工藤議員からご指摘される以前に、もう

我々対応しています。

さらに、これからもしっかりこういう問題につ

いては対応するというふうに答弁しております

し、今の質問については、大荒川に流れている側

溝ではございません。

（ 済みません、最後の言葉聞こ「

えなかったのですが……」の

声あり）

（ ） 。〇市長 宮下宗一郎 大荒川には流れていません

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） そうすると、その水路の出口

がどこにあるのか、その水路の水が流れないとい

うことで水が腐ってアオコが発生しているのでは

ないかなという気がいたします。私が話を聞いた

婦人の方は、前は土木事業者の橫に、海岸のほう

に沿って水路があるのだけれども、今はその水路

が使われていない、流れていないようだというふ

うなことも聞きましたので、ちょっと私も土木の

関係については詳しくないのですが、私としては

ただ泥上げをするだけでは、解決しないのではな

いかという思いを持っています。

来年の春に、また引き続き泥上げをするという

ことですけれども、根本的な解決をしっかりと考

えたうえで、私もこれから気をつけて見ていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

あの付近を歩きますと、さまざまな住民の声を

聞いて、これは本当に長い間の要望だなというこ

とを改めて感じましたので、議場において改めて

市のほうにお願いしたいと思います。

２つ目の項目に対する再質問です。県がやるべ

きという認識、確かにこれは私もそう思います。

しかし、現実に私は脇野沢とか川内の人たちの声

を主に聞いているわけなのですけれども、父母の

声を紹介したいと思います 「中学校で児童手当。

が終わってしまう 「子供が大きくなると金が」、

かかっていくのに本当に大変だ 「こんなに金」、

がかかれば、むつに引っ越ししたい気持ちが起き

る 「川内にいる意味がない 「学校のスポー」、 」、

ツ用品を買うにもむつに行かないといけない 、」

「不便過ぎる 「生きづらい川内町 「兄弟２」、 」、

人がかち合ったらやっていけない 、このような」

声が聞こえてきます。このような声に対して、市

長、どのように受けとめていますでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 川内地区の住民の方の声と

いうことで今ご紹介ありました。声としては受け

とめたいと思いますけれども、私自身は、自然あ

ふれる川内に住むことを誇りに思っている人たち

に多く接しておりますし、またそういう環境で子

育てができる喜び持っている親御さんたちの声を

よく聞いていることをご紹介申し上げます。
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〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 確かに自然豊かな川内町に誇

りを持って住んでいる方はたくさんいます。しか

し、それと経済的な負担が重いということとは違

うと思うのです。

ＪＲのバス事業者の方から聞いてみましたけれ

ども、定期代だけでも、まちの駅かわうちから大

湊高校まで１カ月で２万7,680円、むつ工業高校

まで大平のツルハドラッグから歩くのだそうです

が、３万320円、いずれも年間30万円超える金額

なのです。だから、スクールバスは高くても使う

というのが現実です。というのは、スクールバス

は朝は１本ですが、帰りは２往復してくれます。

クラブ活動をやる子供、やらない子供ということ

で２往復してくれています。路線バスを使うと１

本だけで、泉沢でストップなのです。そして、も

、 。う一本はありますけれども 本当に不便なのです

だから、スクールバス、目時議員に対する答弁の

中で、スクールバスだけに支援するのは不平等だ

という、そういう答弁もありましたけれども、川

内に住んでいれば路線バスで通学するというのは

本当に不便で、スクールバスを使わざるを得ない

という現実があります。確かに親御さんがむつ地

区に職場を持っている子供はいいのですけれど

も、そうでない子供にとっては、本当に負担だと

思っています。

それで、私今回この金額をつかむのもなかなか

大変だったのです。大湊高校川内校舎に電話をか

けても、バスのことは全くわかりませんという答

えです。教育委員会のほうでも全貌をつかんでい

ないのですよね。私は、生徒の99％が高校に進学

している、義務教育ではないけれども、99％の数

字というのは本当に重いと思うのです。もっとも

っと子供の声、父母の声を聞くべきではないかな

と思っています。

そして、もう一つお聞きしたいのですが、下北

地域公共交通網形成計画というのが平成30年から

７年の計画で策定されましたけれども、その中で

通学バスについてはどのような意見が出たのでし

ょうか、お聞きしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 繰り返しになりますけれど

も、まず問題の根幹なのですが、子供を高校に行

かせているのが、これ誰かという話なのです。親

でしょう。そして、高校の設置者は誰ですかとい

ったら県なのです。ですから、そこの部分で責任

が生じている話であって、市がこれに一義的に責

任を負うものではないということはご理解いただ

きたいと思います。

下北地域公共交通網形成計画については、通学

支援についてのご意見ということは伺っていない

と認識しております。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 確かに県が責任を持つべき問

題だとは私も思っています。しかし、教育を受け

る権利、そして99％が通学しているという現実に

立って、全国的に市町村の支援が本当に広がって

いるのです。

松江市では、ひとり親家庭等に助成を出してい

ます。全額ではないのです。バスの定期券の２分

、 、 、の１ 寄宿舎 下宿からの通学に対して２分の１

自転車、バイクにまでも、少額ですが、月に

1,250円、そして上限１万2,000円です。このよう

な措置を行っています。また、札幌市は将来を担

う人材育成、子育て支援に資することを目的とし

てということで、やはり基準額１万3,000円を超

える分の半額を支援しています。和歌山県の田辺

市でも、所得制限があるのですが、公共交通を利

用している方に１万2,000円以上を負担している

方に支援しています。市町村のレベルで確かに県

が責任を持つべき問題ですけれども、このように

全国的な支援が広がっています。こういう中で、
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教育委員会でも高校のほうでもなかなか実態をつ

かんでいない、そういうことはあってはいけない

と思うのです。

岐阜県の郡上市等で、高校の通学費に対するア

ンケート調査を行っているのです。やはり高校が

集約されて、遠距離から通ってきている子供たち

がいるという現実を踏まえて、父母にアンケート

調査をしています。むつ市でもアンケート調査な

りをして、実態をつかまえて支援すべきと考えま

すが、実態を調べる意思はありますでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 一昨年までの制度改正への

要望ということで、実績についてはある程度我々

は把握しているというふうに考えております。

また、今ご質問のありました、繰り返しになり

、 、ますけれども 答弁したとおりでございますので

この問題については県がしっかりと論点を整理し

て解決すべき課題だと考えております。

先ほどから、高校が把握していない、教育委員

会が把握していないというのも、これは当然のこ

とでありまして、高校が把握していないのは、親

の責任だからです。そして、我々の教育委員会が

把握していないのは、県教委の問題だからです。

ですから、そういうことを、基本的なことを認識

したうえで、どうかご質問していただければと存

じます。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 他市ではきちんとアンケート

調査をしたり、そして支援をしている、そういう

姿勢と比べると、むつ市はもう少し応援する、そ

ういう姿勢があってもいいのではないかなと思っ

ています。

それから、去年の地域懇談会の中で、むつ市の

子供たちの中で東大とか医学部を進学する特別な

コースを設けてほしいという要望を出して、県の

ほうではそれを受け入れませんでした。この要望

もありましたし、もう一つは、やはり多くの方か

ら、年間30万円はかかる、本当に負担が重い、寮

制度も考えてほしい、こういう声が圧倒的に出ま

した。これは、県内どこでも出たと認識していま

す。

そういう中で、ことし平成30年度の予算を見ま

すと、まさかり高校医学部進学・特進コース事業

費として600万円余りが計上されています。私と

しては、優秀な子供、大きな夢を持つ子供を支援

する、これはこれでいいのですけれども、高校の

通学費等で大変な状況にある家庭も支援していた

だきたい、底上げをして子供たちを応援してほし

い、このような思いを強く持っています。優秀な

子供を支援するまさかり高校医学部進学・特進コ

ース事業費、この600万円、それはそれで必要で

すけれども、もっともっと経済的に困っている人

たちにもむつ市としても支援していただきたい、

このバランスを考えていただきたいと思うのは私

だけではないと思います。もう一度答弁お願いい

たします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

これ非常に重要な問題なので、丁寧にちょっと

お話しさせていただきますけれども、まずそもそ

もまさかり高校医学部進学・特進コースを優秀な

子供たちを支援するというふうな形で認識してい

ただいているのは、この際間違いであるというふ

うにご指摘をさせていただきたいと思います。こ

のコースの開設については、我々むつ市の課題で

ある下北地域の学力の向上と、それから医師不足

の解消と、あくまでもこの政策目的を達成するた

めの、市の政策目的を達成するための新しい事業

であります。地域に必要な人材は地域で育てると

いう観点から、個別の家庭ではできない、その仕

組みを我々が構築したわけであります。

一方で、高校通学費ということについては、繰
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り返しになりますけれども、個別の家庭の経済的

な負担の話なのです。歯を食いしばってやるべき

なのです、これは。そもそも県が、そして果たす

べき役割だと私は認識しておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 確かに県がやるべき仕事だと

思いますが、他県では支援をしている、このむつ

市と……他県ではない、ほかの市町村では支援す

る市町村がふえてきているということでは、本当

にむつ市の市政は、暮らしを応援する市政という

ことでは、本当に残念な思いということで聞きま

した。これは、今後とも多くの市民の皆さんの声

を聞いて、また次の機会にお伺いしたいと思って

います。

それでは、３番目の文化行政についての質問で

す。私も川内地区とむつ地区の収蔵庫を見てきま

。 、 、した 臨時職員の方が必死で空調設備 温度管理

湿度管理、そして防虫、燻蒸したりして本当に頑

張っていました。やりがいを持って、そして仕事

を一生懸命やっているという姿、私本当に感動し

てきました。確かに収蔵庫、資料を安全に、劣化

を最低限に、ということでは、まだまだ不十分か

もしれませんけれども、それなりに頑張ってやっ

ているなというふうなことは私感じました。

そして、もう一つ、散逸を防ぐ対策ということ

で、確かに価値のある文化を市で把握するという

ことで、今足を踏み出すというふうな答弁をもら

ったと思っています。

今文化財の散逸ということでは、本当に危機的

な状況にあると思います。一例を申しますと、ひ

とり暮らしの高齢者が本当にふえています。子供

たちが遠くにいるという例が本当に多いです。あ

る方ですけれども、数代前の先祖に北前船とかか

わりのある家柄の方で、家には船の旗とか船だん

すとか、さまざまな貴重な陶磁器とかいろんなも

のがあるのですけれども、もう終活ということを

よく口にしていることを聞いています。私も見せ

ていただきましたけれども、家を解体するという

ことも考えているのですが、そうした場合、子供

、 、たちはその価値がわからない 本当に捨てられる

そのような家がたくさんある。それが今の時代で

はないかと思っています。

それに、今日「開運！出張なんでも鑑定団」が

人気番組の時代です。ある種のものに金がつくと

いうことを本当に皆さん知っていますし、実際に

川内町でも大きな金額で貴重なものが売買された

という話も聞きました。また、県の郷土館に寄贈

したという方もいます。また、東通村の資料館に

寄贈したという話も聞いています。こうした形で

貴重なものがむつ市から外に出ていくということ

を、私は何とか防ぐことができないかなという、

そういう思いを持っています。

、 、 、歴史 文化に傾倒している方 集めている方は

本当に郷土に愛着を持っている人が多いと思いま

す。だから、すぐに展示館を準備できなくても、

歴史、文化等を大切にするむつ市の姿勢をもっと

もっと強く打ち出していく、長期的な構想をもっ

と市民に知ってもらうということが本当に大事で

はないかなと思っています。それで散逸を少しで

も少なくできるのではないかなと思っています。

寄贈しても大切にしてくれるむつ市だという、

そういう実感を持ってもらえる、そのような発信

の仕方ということで、もう一歩突っ込んで答弁を

お願いいたします。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（氏家 剛） お答えいたします。

もう一歩踏み込んだ対応というふうなお話でご

ざいますけれども、まずただいま工藤議員がおっ

しゃいました中に、いわゆる世代交代があって、

それを継承していく方がない、そういう中で家屋

の取り壊しとともに文化財が消滅してしまうとい
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うふうな、そういう事例をおっしゃられましたけ

れども、もしそういうふうな事例を工藤議員が知

っておられるのであれば、先ほど私壇上で申し上

げましたけれども、所有者の方々のそういう情報

提供に応じて調査をしていくというふうな現状に

あるというお話をいたしましたので、そういうふ

うなご協力をぜひともしていただければ大変あり

がたいなというふうに思います。

また、いずれにいたしましても、この文化財と

いうのはまず調査をしなければ文化財かどうかと

いうのはわかりません。そういう意味での情報提

供が欲しいと。そして、さらにはその所有権、そ

して財産権というのは、あくまでもその所有者の

方に帰属するということでありますので、なかな

か教育委員会といたしましても、そこに踏み込ん

でいくというふうなことは非常に難しい、そうい

う場面もございます。そういう意味での皆さんか

らのご協力、そして情報提供をお願いしたいとい

うふうに思っております。

以上です。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私は、文化財保護審議会委員

の方々を中心に、この仕事をやっていただけない

ものかなと思います。さまざまな活動、交流があ

りますので、その方を通じて、文化財に指定され

、 、 、なくても むつ市の歴史 文化を研究するうえで

本当に大切なものがたくさんあると思うのです。

それで、文化財保護審議会委員の方々の持ってい

る交流の中でリストをつくって、拒否する方はも

ちろんいいです、個人の考え方ですから。でも、

多くのリストをつくっていくということを文化財

保護審議会委員の方の協力を得てやっていただき

たいと思っています。

それから、もう一つの提案ですけれども、小規

模でも展示の機会をふやしていただけたらなと思

っています。ことし斗南藩の展示を北の防人大湊

弐番館でやっていました。本当に狭くてちょっと

物足りない点も確かにあったのですが、受け付け

している方から、親子連れが来て 「ああ、夏休、

みのいい宿題できるね」というふうな会話をして

いたという話を聞きました。これはすばらしいこ

とだと思います。だから、リストアップをして、

そして全貌をつかむとともに、そしてそのリスト

をもとに小さな特別なテーマで展示会を何回か繰

、 、り返していく 私はこのことが本当に文化を学び

そして郷土を愛するという、そういう土壌をつく

っていく第一歩になるのではないかなと思ってい

ます。

むつ地区の収蔵庫、川内地区の収蔵庫でも本当

に思いがけない遠くの方が来ているということも

知りました。むつ市でも埼玉県とか神奈川県とか

福岡県とか、わざわざ見に来ている方がいるのだ

そうです。本当に私も驚きましたけれども、ジオ

パークも大切ですが、歴史、文化というのは今の

私たちの暮らしと直接結びついていますので、も

っともっと郷土を愛する気持ちというものがつな

がっていくと思います。

ということで、私本当にまとまりがない話をし

たかもしれませんけれども、私のいろんな思いを

何とか行政のほうでも生かしていただきたい、こ

のことを強く要望しまして、終わります。

〇議長（白井二郎） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後２時50分まで暫時休憩いたします

午後 ２時３８分 休憩

午後 ２時５０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎会議時間の延長
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〇議長（白井二郎） 本日の会議時間は、議事の都

合により、あらかじめこれを延長いたします。

◎山本留義議員

〇議長（白井二郎） 次は、山本留義議員の登壇を

求めます。２番山本留義議員。

（２番 山本留義議員登壇）

〇２番（山本留義） 皆さん、こんにちは。むつ市

議会第237回定例会に当たり、一般質問をさせて

いただきます。

今定例会、最後の質問者となります。私はふる

さとむつ市が大好き、このまちに住む人たちが大

好きな山本留義でございます。

私は、今回通告してある事項の質問をしなけれ

ばならないことに、自分に対して情けなく、悔し

くて、そういう思いから質問になったわけであり

ます。それゆえに、前文を含めた質問が長くなる

ことをご理解いただきながら質問に入らせていた

だきます。

去る６月６日、６月定例会初日、宮下市長から

むつ市長２期目の就任に当たって市長施政方針が

示されました 「むつ下北はずっと、我慢してき。

ました 「国策を受け入れても、高速道路が一。」、

本もない。国策を受け入れても、お医者さんも十

分にいない。国策を受け入れて、一生懸命働いて

もいくらも稼げない。そんな時代は終わりにしま

しょう。声を上げて終わりにしましょう 「私。」、

が、皆さんの声を結集し、代表して堂々と声を上

げ、共に歩みを進めて終わらせます」と、妙々た

る施政方針でありました。

むつ市は1959年、昭和34年９月１日、人口２万

5,530人の田名部町と人口１万5,799人の大湊町と

が合併し、県内８番目の新市、大湊田名部市とし

て誕生し、翌年全国初の平仮名の市名でむつ市が

誕生いたしました。新しい希望に向け、昭和34年

に新市としてスタートした当市は、旧両町が残し

た大きな債務が財政に重くのしかかり、昭和41年

までの７年にわたり財政再建準用団体として懸命

の努力を重ね、ようやく準用団体から脱却できた

という状況でありました。

新市スタートから特に力を入れたのが企業誘致

であります。人口10万、田園工業都市を目指し、

工業化の大きな柱にと期待を持って最初に誘致を

進めたのがむつ製鉄であります。結果的には鉄鋼

業界の不況により、昭和40年挫折、また農家の期

待を担ったビート生産も、昭和42年、六戸町にあ

ったフジ製糖青森工場の突然の閉鎖とともに大き

な打撃を受け破綻、開発の夢は政治不信を残した

まま終わりを告げました。

そして、それから35年、平成12年に当市は東京

電力に対して、リサイクル燃料備蓄センター立地

可能性調査を依頼したことをきっかけに、使用済

燃料中間貯蔵施設の誘致が本格化してまいりま

す。

当時むつ市が候補地として検討される以前に誘

致計画が持ち上がった鹿児島県西之表市では、立

地予定自治体のみならず、その近隣自治体までも

が放射性廃棄物の持ち込み及び原子力関連施設の

立地拒否条例を制定しました。

また、当市での計画が浮上してから、新たに誘

致の動きがあった宮崎県南郷町では、町議会全員

協議会で立地可能性調査の要請を採択したもの

の、町民や近隣自治体からの反対により、議会で

要請中止が決議された事例もあります。

このほかにも、島根県西ノ島町、福井県美浜町

でも使用済み核燃料の貯蔵施設誘致計画があった

ものの、いずれも町議会により持ち込み拒否と立

地拒否条例が成立したところであり、当市は日本

で唯一の中間貯蔵施設の誘致を成功させた自治体

であります。

受け入れに当たっては、市議会において調査特
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別委員会を設置し、計15回にわたる委員会や先進

地視察を行い、施設に対する理解を深めてまいり

ました。また、市民レベルでは事業者による立地

可能性調査中間報告を受け、その内容について市

内17カ所における地区別説明会や市内４カ所の市

民説明会を経て、平成15年６月定例会において、

当時の杉山肅市長は 「むつ市を含む下北地域の、

活性化に寄与し、ひいては豊かな郷土づくりに貢

献するところは大きいと確信している」として、

誘致を表明いたしました。

日本国内を見ても、今中間貯蔵施設を稼働させ

ることができるのは私たちむつ市だけでありま

す。そして、これまでの経緯から、むつ市議会が

先頭を切ってこの問題に対処し、地域住民の声を

形にしてきたものであります。そのような観点か

ら、先人たち、そして私たちがこれまでどれほど

の苦労をしてきたのか、事業者は理解しているの

でしょうか。

市長の所信表明でもありました、むつ下北はず

っと我慢してきた、高速道路もない、お医者さん

もいない、幾らも稼げない。私は、同僚の議員と

もども、市民も一緒になって今こそ声を上げる時

期だと思うわけでございます。

笑顔かがやく希望のまち、このまちに住んでよ

かったと思えるまちづくりの実現を目指し、市民

の皆様のために汗をかくことをお約束いたしまし

て、質問に入ります。

それでは、通告順に従いまして、３項目９点に

ついて質問させていただきます。

初めに、１項目めの電源地域と企業誘致のあり

方についてであります。質問の１点目は、東京電

力が事業所を青森市に開設することについてであ

ります。去る７月９日、東京電力ホールディング

ス株式会社のグループ会社が青森市に事業所を開

設することとし、青森県、青森市などと基本協定

を締結、年内に事業開始が見込まれているところ

であります。

新聞記事等によると、青森県はこの１年半に原

子力発電事業者である中部電力株式会社、関西電

力株式会社により４カ所のコールセンターを誘致

し、今回の東京電力ホールディングス株式会社を

含めると３社５カ所、約300名の雇用を生み出し

たところであります。青森県に進出した経緯は、

それぞれ企業に思惑があるとは思いますが、青森

県が原子力の推進をしているところが背景にある

という事実は否めないものであります。

そのような中で原子力関連施設が立地していな

い地域にバックオフィス等の企業誘致が集中して

いる現状について疑問の声が多数聞かれておりま

す。私も疑問に思っている一人であります。

むつ市議会第232回定例会一般質問において、

私はこのような思いを述べました。むつ市、大間

町、東通村、六ヶ所村の原子力関連施設の誘致を

「先人たち、また私たちは何を思い、何をもって

誘致したのか。本州最北の地、青森県内において

も、生活基盤の整備がおくれ、産業の少ない私た

ちの地域を、この施設にかかわる雇用を含め、住

民に広く就労の場を広げ、もって住民の福祉向上

と豊かな家庭生活を築くとの思いからであると私

は思います」と。この思いをリサイクル燃料貯蔵

株式会社の親会社である東京電力はどのように受

けとめているのか。

東京電力は、本来むつ市、そして東通村に重点

的に企業誘致を図るべきにもかかわらず、今回立

地地域に事前相談もなく、なぜ青森市への誘致を

決定したのか、私には到底理解できません。この

件に関して、市長はどのような受けとめ方をして

いるのかお伺いいたします。

次に、２点目であります。市民などから寄せら

れた意見についてであります。東京電力の事業所

開設に関して、経済団体である青森地域エネルギ

ー施設立地商工団体協議会が青森県、経済産業省
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及び東京電力に対してむつ下北地域の産業・雇用

創出に向け配慮するように求める要請を行ったと

。 、 、聞いております これは 立地地域に配慮がなく

今回の報道に強い憤りを感じての行動であったの

ではないかと私は思います。

そこで、この件に関して経済団体からは声が上

がっておりますが、市民からどのような意見が寄

せられているのかをお伺いいたします。

次に、質問の３点目、電力事業者と立地地域の

関係についてであります。リサイクル燃料貯蔵株

式会社には、去る６月28日、原子力規制委員会に

よる規制基準への適合性審査が長引いていること

を理由に、2018年後半の事業開始は極めて難しい

現状で、見直しを検討せざるを得ないとの報告を

青森県、そしてむつ市に対して行ったとのことで

あります。この延期が事実であれば、実に７回目

の延期となるわけであります。

2016年10月11日のむつ市議会議員説明会の場に

おいて峯前社長から、2018年後半という必達目標

に向かって地元の皆様にご信頼いただけるよう全

社を挙げて取り組んでまいりますとのご挨拶があ

りました。私は、これで市民との約束を果たすこ

とができると確信したところであります。

、 、それからわずか２年 また延期の話が出てくる

それも目標としていたゴール直前で。地域との約

束である使用済燃料中間貯蔵施設の稼働が延期さ

れることは、断じて私は許せません。延期は地域

の期待を大きく裏切ることになります。当たり前

のように繰り返されることはあってはならないこ

とだと私は思います。

さらに、中間貯蔵施設に関しては、本年１月、

そして６月に関西電力が使用済核燃料中間貯蔵施

設に出資する方向で最終調整をしているとの内容

の記事が共同通信社から配信され、県内の地元紙

にも一面大きく掲載されたところであります。こ

の件に関しては、市長から国、事業者に事実関係

を確認し、これが事実であるならば、当市として

は到底受け入れられるものではないとの行政報告

を受けたところであります。

しかしながら、８月８日の東奥日報朝刊では、

関西電力が福井県内に持つ原発の使用済み核燃料

の搬出先に苦慮しており、電力会社の思惑が見え

隠れするとの記事が再度掲載されたところであり

ます。幾つかの週刊誌には、東京電力の東通原発

の共同建設や日本原子力発電の財務安定化への協

力を見返りに関西電力が中間貯蔵施設へ参画する

。 、のではないかとささやかれています 関西電力は

こういった事実は一切ないと発表しているもの

の、これらの行動は福井病が原因と見る動きもあ

るとのことです。

福井病とは、福井県ではカウンターパートであ

る知事の機嫌さえうかがっていれば、物事はスム

ーズに進んだが、青森県ではそうはいかなかった

ということであります。

質問の１点目で、この１年半に原子力事業者３

者による青森市内の企業誘致は、知事の機嫌をう

かがったものではないかと私は考えております。

原子力関連施設が立地する地域を無視するような

やり方はいかがなものかと私は思います。

以上のことから、電力会社と立地地域の関係は

どうあるべきか、とりわけむつ市とリサイクル燃

料貯蔵株式会社及び東京電力との今後の関係につ

いてお伺いいたします。

次に、質問の４点目、電力事業者の地域支援の

あり方についてであります。政府は７月３日、第

５次エネルギー基本計画を閣議決定いたしまし

た。この計画は、エネルギーをめぐる国内外の情

勢変化を踏まえ、2030年、さらに2050年を見据え

た新たなエネルギー政策の方向性を示しているも

のであります。2030年に向けては、安全性を前提

にエネルギー安定供給を第一として経済効率性の

向上、環境適合を図る３Ｅ＋Ｓの原則のもと、
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2030年のエネルギーミックスの確実な実現を目指

すとしております。

原子力政策については、東京電力福島第一原子

力発電所事故の真摯な反省から、福島の復興、再

生に向けた取り組みを重点に置きながらも 「安、

全確保を大前提に、原子力の利用を安定的に進め

ていくためにも、再稼働や使用済燃料対策、核燃

料サイクル、最終処分、廃炉等の原子力事業を取

り巻く様々な課題に対して、総合的かつ責任ある

取組を進めていくことが必要である」と記載され

ております。特に 「立地自治体等との信頼関係、

の構築」の項目では 「国は、立地自治体等との、

丁寧な対話を通じて信頼関係を構築するととも

に、原子力発電所の稼働状況や環境変化等も踏ま

え、新たな産業・雇用創出を含め、地域の実態に

即した立地地域支援を進める」と明記されていま

す。

「原子力事業者においても、エネルギー安定供

給が、立地自治体等の関係者の理解と協力の上に

成り立っていることを改めて認識し、立地地域の

実情に応じた産業活性化や地域共生の取組を進め

るとともに、様々な地域の課題解決に資する対応

を誠実に行うことを求められる」との記載があり

ました。

当市の課題といえば、下北半島縦貫道路の早期

整備、むつ総合病院の医師不足、新ごみ処理施設

整備、健康づくりを初めとした長寿社会の実現な

ど課題はさまざまあるわけであります。これに関

して、電力事業者の地域支援のあり方について、

市長はどのようにお考えになっているのかお伺い

いたします。

次に、質問の５点目、今後の対応についてお伺

いいたします。東京電力の事業所開設に関して、

、 、立地地域協議会の要請では 青森県の見解として

オフィス環境や本県の粘り強い人材を評価し、企

業が立地を決断したとの内容が新聞記事に掲載さ

れておりました。また、東京電力からは地域の持

続的発展に貢献する方策を検討し、地元本位の行

動計画として取りまとめて公表するとの回答をい

ただいたとのことであります。それでは、今後市

としてどのように対応していくのか。改めて知事

に対して立地地域に配慮した企業誘致をお願いす

るのか、また東京電力に対して地域の解決に向け

た支援をお願いするものか、今後の市の対応につ

いてお伺いいたします。

次に、２番目の項目であります４市町村長懇談

会についてであります。質問の１点目、これまで

の取り組み内容及び実績についてご質問させてい

ただきます。

市長を初めとする原子力関連施設が立地するむ

つ市、六ヶ所村、大間町、東通村の４市町村長が

一堂に会して、国策である原子力発電所の停止や

核燃料サイクルの遅延による地域経済の影響に対

して、国や県に対して支援を求めていくことは核

燃料サイクルといった観点や４市町村一体による

活動によって発信力が高まるといった観点から、

私は高く評価するところであります。そのかいあ

って、昨年９月には経済産業大臣が初めてこの下

北地域に来訪し、４市町村長との意見交換や原子

力核燃料サイクル関連施設の視察が行われたこと

は大きな前進であり、今後の国と立地自治体との

信頼関係の構築に大いに寄与したものと私は思い

ます。

そこで、これまでの４市町村長懇談会の取り組

みの内容と実績についてお伺いいたします。

次に、質問の２点目、これからの取り組みにつ

いてご質問させていただきます。去る８月１日、

平成30年第１回目の４市町村長懇談会が開催され

たとのことであります。内容は、第５次エネルギ

ー基本計画について、平成29年度の活動内容につ

いて、平成30年度の活動予定についてとのことで

、 、ありますが 第５次エネルギー基本計画について
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資源エネルギー庁からはどういったご説明があっ

たのか、また４市町村長等からどういった意見が

出されたのか、さらに本年度は国・県に対してど

のような要望をしていくのか、これらを含めてこ

れからの取り組み内容についてお伺いいたしま

す。

次に、質問の最後でありますが、オフサイトセ

ンターについてであります。昨日の佐賀英生議員

の同じ質問の答弁でおおむね理解をさせていただ

きましたので、簡潔に２点に絞って質問させてい

ただきます。

まず１点目は、大間原子力発電所にかかわるオ

フサイトセンターがむつ市大畑町の旧田名部高校

大畑校舎跡地に設置された場合、むつ市に対して

のメリットはどのようなものがあるのかお伺いい

たします。

次に、２点目として、リサイクル燃料貯蔵施設

にかかわるオフサイトセンターについて、今どの

ようなスケジュールで進められているのかお伺い

いたします。

以上、３項目９点について私の思い、地域の思

い、先人たちの思いを酌んでいただきまして、市

長から明快かつ前向きなご答弁をお願い申し上

げ、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 山本議員のご質問にお答え

いたします。

まず、電源地域と企業立地のあり方についての

ご質問の１点目についてお答えいたします。東京

電力ホールディングス株式会社が青森県内に新た

な事業所を開設する場合には、原子力関連施設の

立地地域である当市及び東通村に対して事前相談

を行うことは、立地地域への配慮として当然のこ

とであると思っております。

東日本大震災以降、原子力関連施設の建設工事

の延期により地域経済が停滞しているという地域

の実情を事業者は十分承知しているにもかかわら

ず、立地地域への事前相談もなく、立地地域以外

に事業所を開設したことは非常に残念であり、我

々立地地域との信頼関係に反する行為であると言

わざるを得ません。

東京電力ホールディングス株式会社には、信頼

関係を立て直すべく、これまで以上に立地地域に

目を向け、我々立地地域の市民の皆様の生活と向

き合い、地域振興に取り組んでいただく必要があ

ると考えております。

次に、ご質問の２点目についてお答えいたしま

す。寄せられた多くの意見は、東京電力ホールデ

ィングス株式会社社長の会見での発言に対してで

あります。社長は会見において、いわゆる電源の

立地地域ということで進出したというよりは、優

秀な人材をしっかり集められる、もしくはオペレ

ーションをしっかりできるという観点で総合的に

判断し、青森市に立地したと発言した報道がなさ

れました。この報道を見た多くの市民の皆様から

は、むつ下北には優秀な人材がいないということ

か、オペレーションできる環境にないということ

かなど怒りの意見が私に届いたところでありま

す。

社長の発言に対して同社からは 「 なぜ他の、「

県ではなく青森県に立地したのか」との質問に対

して答えたものであり、下北地域に人材がいない

とか、下北地域との比較をしたものではない」と

の回答を得たところであります。

次に、ご質問の３点目についてお答えいたしま

す。リサイクル燃料貯蔵株式会社及び東京電力ホ

ールディングス株式会社とむつ市との関係につい

ては、平成12年11月29日の東京電力株式会社に対

する立地可能性調査を依頼以降、平成17年11月

21日のリサイクル燃料貯蔵株式会社の設立までの

間、むつ市議会においては、特別委員会を設置し
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て、14回にわたって慎重にご審議をいただいてお

ります。

また、むつ商工会議所会頭を会長とする市内の

各種団体の方々で組織するリサイクル燃料備蓄セ

ンター誘致推進協議会からは、２万人に上る賛同

者署名簿を提出していただきました。さらには、

むつ市行政連絡員協議会等で組織する使用済燃料

中間貯蔵施設対策懇話会では、６回の審議を経て

意見報告書を提出していただいたところでござい

ます。

このように、リサイクル燃料貯蔵株式会社の設

立までには、議員各位及び多くの市民の皆様が貴

重な時間を費やし、議論を積み重ねて立地を受け

入れた経緯がありますことから、私としても大変

重く受けとめているところでございます。

このような中、東京電力株式会社はリサイクル

燃料貯蔵株式会社設立まで、立地地域であるむつ

市との信頼関係の構築に努めてきたところであり

ます。

このように、事業者は常に立地地域との信頼関

。 、係の構築に努める必要があります しかしながら

今回の立地地域に対し事前相談もなく、立地地域

以外に事業所を開設したことは、繰り返しになり

ますが、我々立地地域との信頼関係に反する行為

であると言わざるを得ません。

次に、ご質問の４点目、電力事業者の地域支援

のあり方についてお答えいたします。リサイクル

燃料貯蔵株式会社及び東京電力ホールディングス

株式会社においては、平成13年の東京電力株式会

社のむつ調査所開設以降、地域の各種行事への協

賛や各種イベントの開催、参加などさまざまな形

で地域振興に貢献していただいております。今般

本年７月３日に閣議決定された第５次エネルギー

基本計画において、立地自治体等の信頼関係を構

築するため、新たに原子力事業者による地域共生

の取り組みを進めるとともに、さまざまな地域の

課題解決に資する対応を誠実に求める旨記載され

たところであり、これまで以上に地域支援に取り

組むとともに、さらなる信頼関係の構築に努めて

いただきたいと考えております。

次に、ご質問の５点目、今後の対応についてお

答えいたします。市といたしましては、青森県に

対し、当地域への企業誘致を実行するよう新たな

産業雇用創出のための取り組みを早期に講ずるよ

う要請していきます。また、東京電力ホールディ

ングス株式会社に対しましても、具体の振興策に

ついて、速やかに立地地域へ提示するよう求めて

まいります。

続きまして、４市町村長懇談会についてのご質

問の１点目についてお答えいたします。４市町村

長懇談会は、平成26年８月の第１回以降、国のエ

ネルギー政策等の確認、商工団体及び４市町村に

立地する原子力関連事業者５社へのヒアリングと

いった懇談会をこれまで12回、それらを踏まえた

国・県への要請活動をこれまで６回と積極的に活

動してきたところであります。

その成果といたしましては、平成29年９月の世

耕経済産業大臣の下北来訪のほか、同じく平成

29年度には核燃料サイクル交付金の前倒し交付が

特別に実施をされております。また、ことし７月

に閣議決定された第５次エネルギー基本計画にあ

っては、長期停止などによる地域経済への影響緩

和等の課題に政府が真摯に向き合い、解決を図る

ことが新たに明記されました。さらに、来る10月

には、むつ来さまい館２階に資源エネルギー庁の

原子力等広報拠点施設の開設が予定されているな

ど、国と立地地域の情報共有が進むとともに、我

々立地地域が続けてきた活動の成果が着実にあら

われているものと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目についてお答えいたしま

す。去る８月１日開催の４市町村長懇談会におい
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て、第５次エネルギー基本計画に関連して、今後

の国の方針として、地域振興策は地域の意見を踏

まえて具体化し、そのベースとなる電源立地地域

対策交付金にあっては柔軟な運用を図ること、核

燃料サイクル政策は全量再処理を基本として推進

すること、原子力規制委員会での審査に適合した

原子力発電所などは地元の理解を得ながら確実に

稼働を進めていくこと、プルサーマルを強く進め

ていくこと、政府自身が原子力について国民の信

頼を得られるよう広報に取り組むなどの旨、資源

エネルギー庁から説明を受けたところでありま

す。

これらを踏まえ、４市町村長懇談会における今

後の方針として、以下の４項目を国に対して求め

ていくこととしております。

１点目は、下北半島縦貫道路を初めとする避難

道路の早期整備など、地域の実情に即した具体の

政策、２点目は、プルサーマルについては事業者

任せにせず、国がプルサーマル推進計画を策定す

るなど、責任を持って一体的かつ具体的に推進を

図ること、３点目は、原発の再稼働について国民

の理解を求める施策を展開するとともに、一日も

早い再稼働への道筋を示すこと、４点目は、操業

及び竣工時期が守られるよう事業者への新規制基

準適合性審査への取り組みに係る指導でありま

す。

また、青森県に対しては、以下の３項目を求め

ていくこととしております。１点目は、国への要

望に際しての知事の同席。２点目は、企業誘致に

は通常の誘致という側面に加え、原子力立地地域

という側面があるということを再認識いただき、

。 、当地域に重点を置いた対応をすること ３点目は

青森県核燃料物質等取扱税交付金について、一定

額を関係市町村に配分するような配分方法を見直

すことであります。

国のエネルギー政策への協力による地域産業の

活性化は、むつ市総合経営計画においても目指す

姿の一つであり、誇りを持って取り組んでいくべ

き事業と考えております。まず、我々自身が地域

の思い、先人の方々の思いといったものをしっか

りと受けとめ、４市町村長懇談会での活動を通じ

て地域の思いを積極的に発信し、国に伝えてまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、オフサイトセンターについてのご質問に

。 、 、ついてお答えいたします まず ご質問の１点目

むつ市に設置されるメリットについてであります

が、今回の県の決定により、建設受注や施設の維

持管理において、雇用面での経済効果が予想され

ると考えております。また、下北地域の避難道路

の整備や下北半島縦貫道路の早期完成に向けて

も、オフサイトセンター立地によるメリットが得

られるものと認識しているところであります。引

き続き国や県に対して要望活動を行ってまいりた

いと考えております。

次に、ご質問の２点目についてでありますが、

県によりますと、オフサイトセンターの建設を含

めた原子力防災対策については、国の適合性審査

、 、 、の状況等を踏まえつつ 国 関係自治体と連携し

地域防災計画を初めとした各種計画の策定、モニ

タリングなどの体制整備及び訓練などについて計

画的に進めていく必要があることから、現状では

具体的な建設のスケジュールは未定であるとのこ

とであります。

また、使用済燃料中間貯蔵施設等の原子力発電

所以外の原子力関連施設に係るオフサイトセンタ

ーの設置要件については、現時点でも国において

検討中であると聞いております。このため、使用

済燃料中間貯蔵施設に係るオフサイトセンターに

ついては、国からその設置要件が示された後に、

改めて検討がなされるものであると認識しており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。
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〇議長（白井二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 答弁ありがとうございました

と言うべきか、なかなか私にとってはもうちょっ

と前向きな答弁が欲しかった。

市長、私は前文で、自分に対して情けない、悔

しく思う気持ちが質問をさせたという発言をしま

。 、 、 、した 市長は この私の思い 私の質問を聞いて

どのような感じを受けましたか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 私自身も非常にその思いは

共感をするところであります。

そもそもですけれども、我々中間貯蔵施設を受

け入れて、まさにその当時はバラ色の将来像を描

いていたということでありますけれども、なかな

か現状、そういうことになっていないと。なお、

今この竣工がおくれていて、そして何かおかしい

ことが起こっていると。それは、なぜ我々が国や

県に要望しなければいけないのか。みんなからお

願いされてやっている事業だったはずなのに、そ

ういうことが起こっているということは、非常に

残念な思いをするところであり、その部分は山本

議員に共感を覚えるところでございます。

〇議長（白井二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 私は、今回質問の中で、この

中間貯蔵施設が稼働できないことを市民に謝罪す

るべきか、悩みました。私ども平成16年、この立

地を決めて進めるならば、もう５年、７年前から

稼働しているわけであります。市長の報酬を減額

し、そして職員の給料まで減額する事態、私はそ

ういうのはあってはならないと思うわけでありま

して、ついこの前も福井県でしたか、ちょっと新

聞に載っていたのですけれども、原子力施設内の

プールにある使用済み核燃料に対して、県独自の

。 。核燃料税を決めたところがあります キロ500円

私ども極端な話、50年で1,200億円の地元に対す

、 、るお金が入ると言われて 今市長が言ったように

バラ色の行政運営ができると私は信じて、このリ

サイクル燃料備蓄センターの立地に命をかけて協

力したわけであります。

今回3,000トンの中間貯蔵施設ができて、キロ

。 。 、500円とすれば幾らですか 年間15億円 そして

例えば1,200億円が50年で入るとすれば、20億円

、 。 、入って それにプラス15億円 年間20億円あれば

市長、あなたの給料も倍にしていいし、職員の給

料を削減するようなことはしなくてもいいので

す。私は、それを夢見てこれを進めてきたわけで

。 、 。 、す それが今になって また延期する 私どもは

市民に約束した思いをどこにぶつければいいので

すか、市長。

市長は、今回の東京電力、青森市に開設したこ

とについて、東京電力に対してどのような意見を

言ったのか。もししているならば、お伺いいたし

ます。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） このどこにぶつければいい

かという怒りは、私ももっともであります。全く

同じでありまして、この際２人でちょっと陸奥湾

に向かって叫びたいなというぐらいの気持ちでご

ざいます。

ご質問のあった東京電力に対してどのような形

で申し入れたかということでありますけれども、

これは冒頭の答弁と繰り返しになりますが、やは

り立地地域への配慮ということが前提になると。

企業誘致だから全然違う文脈でやっているのだと

いうことは、誰が見てもこれはちょっとおかしい

ロジックでありまして、今後はこういうことのな

いように、今行動計画ということで地域振興策を

図るということを社長自らの口から聞いておりま

すので、その行動計画の中で地域への配慮を求め

ていきたいと、このように考えております。

〇議長（白井二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 私もその一人ですけれども、
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私ども下北半島の政治力の弱さが、今のむつ下北

だと私は思っています。

例を言います。原子力船「むつ」が大湊港に全

国初めて定係港として決まりました。だが、すぐ

放射能漏れを起こして、佐世保市で修理の間の定

係をいたしました そのときに佐世保市は 100億。 、

円のお金を国からいただきました。当時銀行の利

子が５％の時代です。１億円あれば、500万円で

す。金利で生活ができる時代であります。そのと

きにむつ市の年間の予算は幾らでしたか。昭和

、 、 、 、45年 15億6,000万円 昭和46年 18億5,000万円

昭和50年で48億円です。その時代に100億円いた

だいて、金利で５億円稼ぐ。

では、むつ市でそのときにどのような恩恵を受

けたのですか。恐らく強く言えば撤退する、その

ような思いから、私どもの先人たち、私もそうで

す、先人たちの政治家は、そのような思いで強く

言わなかったのが、恐らくこのような時代を築い

たのではないかと私は思っております。

私は、市長、リサイクル燃料貯蔵株式会社に対

して、市役所と今の宿舎の契約をなされて、３年

も借用のお金ももらっていない。それも私が質問

してからいただいた。中間貯蔵施設が延期して、

自分たちはこの地域とともに発展するのだと言い

ながらも、私が質問するまで従業員の住所を置か

ない。私は、先ほど言ったように、そのような強

く言えない行政、そして政治家が、東京電力が青

森市に会社をつくるような、なめられているので

はないかと私は思うのであります。

宮下宗一郎は今までの政治家と違う、私はこの

４年間のあなたの行動を見て確信しました。どう

か市長、今までのむつ下北ではなく、いろんな形

でむつ市民が笑顔で暮らせるまちづくりをするた

めに、強く言うべきところは言う、引くところは

引く、その辺の強弱をつけながら、東京電力と話

をしていただきたい。私の今の言葉に対して、何

かありましたら、発言願います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 答弁というよりは、ちょっ

と思想信条にかかわるお話だったような気もしま

す。

きょうのご質問を聞いていて、また今の質問を

聞いていて、すごく思ったことがありまして、一

つは歴史的な経緯の中でむつ製鉄、それから原子

力船「むつ 、これを受け入れてきた歴史がある」

と。ただ、なかなかそのときも思うようにはいか

なかった。今回も中間貯蔵施設を受け入れたとい

うことはありますけれども、今のところまだうま

くいっていない。これからしっかりやっていかな

ければいけないと思いますけれども、そういうこ

とを考えていきますと、地域が豊かになるポイン

トというのは、ほかから何か与えられたというこ

とではなくて、やはり自分たちの考えで、自分た

ちの力で何かをしていかなければ豊かになれない

のではないかなというふうなことを、今ちょっと

質問を聞きながら思っていました。

これからＲＦＳ社、中間貯蔵の事業については

大きく動き出すと思います。そのときにしっかり

とした発言をせよというような激励だったと思い

、 、ますが これはもちろん私自身はまずロジカルに

論理的に、しっかりとその考え方を構築して、国

との関係、あるいは県との関係で発言はさせてい

ただきます。ただ、市長の力というのも限られて

います。後ろを振り返ったら、みんなから打たれ

るみたいなことがないように、市議会の皆さんも

一体となって、これはこの問題に取り組んでいた

だきたいと、あえて皆様にも要望させていただき

ます。

〇議長（白井二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 延長したので、あと何分です

か。

（ あと６分」の声あり）「
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〇２番（山本留義） 議長が会議の延長をしてくれ

たから、私のために延長したのかなという解釈し

て……

（ あと５分」の声あり）「

〇２番（山本留義） あと５分ですか。

市長の思いは、本当にわかります。ただ、これ

からの問題になろうと思うことがあるのですけれ

ども、関西電力についてであります。中間貯蔵施

設にかかわる問題が新聞報道で事実ではないとあ

りましたが、これからこうした事業者とどう向き

合っていくのか。そして、一連の報道が事実だと

すれば、地域事情を十分に理解しない、これほど

おろかで我々の気持ちをないがしろにするやり方

は、とても私は考えられないのです。市長はどう

思いますか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 我々もそのエネルギー政策

という国家の根幹にかかわる事業に協力している

立場だということからこの事業を受け入れて、そ

してそのことをもって市民の皆様に正々堂々と事

業の説明ができるというふうに考えております。

したがって、一事業者、あるいは一地域の意向の

みで、今までのその事業のあり方が歪められると

いうことになれば、これはそもそも市民の皆様と

の信頼関係すら損なわれると考えております。し

たがって、これまでも、これからも一事業者の意

向で我々地域が動ずることがないということは、

この際改めて明言をさせていただきます。

〇議長（白井二郎） ２番。

（ ） 、 、〇２番 山本留義 時間がないので 私は市長に

市長と私は違うのですけれども、私は政治的な能

力がないために、中間貯蔵からそれなりの交付金

をいただいて市民のためになる振興策、そして雇

用の拡大、そして財政安定のために、自分はそう

いう形で働くのだという思いで来ました。恐らく

市長は、ただ地域振興だけに目がくらみ、むつ市

としての誇りを失うことが嫌いなタイプだと私は

思っています。

、 、最初に話したように 今までの政治家ではなく

市長は誰かに言わせると、半端ない頭脳と行動力

の持ち主でありますので、私が思うこの下北半島

のおくれ、むつ市のおくれ、それは政治の弱さだ

と思っております。どうか宮下宗一郎市長には、

このむつ下北のために知事なり国会議員になっ

て、私どもが願うこのふるさとむつ市の発展のた

めに尽くすよう心からお願いを申し上げて、一般

質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（白井二郎） これで、山本留義議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（白井二郎） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。９月10日は議案熟考のため

休会したいと思います。これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。

よって、９月10日は議案熟考のため休会するこ

とに決定いたしました。

なお、明９月８日及び９日は休日のため休会と

、 、 、 、し ９月11日は議案質疑 委員会付託 一部採決

決算審査特別委員会設置及び付託、決算審査特別

委員の選任を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時４９分 散会
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